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を 条 正 改 祉 金
改 例 す 正 に 貸
正 施 る す 関 付
す 行 規 る す 規
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を 第 を し 受 等
得 十 行 な け を
な 三 う い な 使
い 条 要 要 け 用
事 及 件 件 れ し
由 び を を ば よ
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容 行 、 と 保 容 健

号外第

三
４ ３ ２ １

こ 施 係 定 第
の 行 そ ） 登 七 申 許め
規 期 の 。 録 号 請 可る
則 日 他 分 様 書 申こ
は 規 析 式 等 請と
、 定 機 関 の にと

号

二
た

内 め 温
容 、 泉
こ 法
の 等
規 の
則 改

月 係 新 し ク
二 ） に た ロ
十 。 伴 マ（
九 い 別 ト
日 、 表 グ

使 第 ラ
用 一 フ
料 及 等
及 び の

金 び 別 購
手 表 入

曜 数 第 に
料 二 よ

場 号 験 公 を は
の ） 場 布 行 変
使 設 の う 更
用 備 日 た の
料 使 か め 申
及 用 ら 、 請
び 及 施 こ に
手 び 行 の 際
数 依 す 規 し
料 頼 る 則 て
の 試 こ を 提
額 験 と 制 出
の 分 と 定 を

細 平 し 健 福
則 成 た 福 祉
の 十 。 祉 審
一 四 審 議
部 年 議 会
を 四 会 条
改 月 の 例
正 一 部 施
す 日 会 行
る か の 規
規 ら 設 則
則 施 置 の
行 目 一（

平 の 関 係 様 係し
成 整 に ） 式 るた
十 備 係 。 を 添（
四 を る 定 付第
年 行 登 め 書十
四 う 録 る 類二
月 こ 事 こ に条
一 と 項 と つ、
日 と の と い第
か し 変 し て十ら た 更 た 定三施 。 の め条 （
行 届 第 る、

を 正
制 に
定 か
す ん
る が
こ み
と 、
と 所
し 要
た の
。 改
正
を

日 の 関 り
額 係 、
を ） こ
改 。 れ
定 ら
す の
る 機
こ 器
と の
と 使
し 用
た 料

及（
別 び

改 析 し す 求
定 等 た る め
を に 。 こ る
行 関 と 様
う す と 式
た る し の
め 規 た 一
、 則 。 部
こ の に
の 一 つ
規 部 い
則 を て
を 改 改
制 正 め

規 す 的 部
則 る を を
第 こ 改 改
四 と め 正
十 と る す
三 し こ る
号 た と 規
） 。 と 則

す （
る 規
た 則
め 第
、 四
こ 十

す 出 三 こ別る 及 条 と記こ び 、 と第と 業 第 し九と 務 九 た
号し の 条 （
様た 廃 、 第
式。 止 別 二
及 の 記 条
び 届 第 及
別 出 二 び
記 の 号 第
第 手 様 六
十 続 式 条

行
う
こ
と
と
し
、
併
せ
て
規
定
の
整

表 手
第 数
一 料
及 を

一 ◇ 三
号 北

雇 趣 ） 海 こ 施 と
用 旨 道 の 行 し
対 及 中 規 期 た
策 び 高 則 日

定 す る
す る と
る 規 と
こ 則 も

二
３ ２ １ す
表 に 料 内 る

プ 第 、 三 を ロ 容 こ
ロ 二 三 次 定 ッ と
グ 関 次 元 め ク と

の 二
規 号
則 ）
を

一 ◇ 三
北 ３

道 趣 海 こ 施 る 以
立 旨 道 の 行 こ 事 内
工 立 規 期 と 業 か
業 工 則 日 と 化 ら

号 に 及 関
様 つ び 係
式 い 別 ）
関 て 記 。

二
２ １ 規 の

場 貸 導 内 則 限 北
合 付 事 日 専 容 を 度 海
に 金 業 を 門 制 額 道
あ の 化 二 技 定 を 創

備
を
行
う

一 ◇
北

趣 海 こ
旨 道 の
創 規
造 則（

法 内 年 は 別
の 容 齢 、 表
改 失 平 第
正 業 成 一
等 者 十 関
に 等 四 係
伴 職 年 ）
い 場 四 。
、 適 月
規 応 一
定 訓 日
の 練 か
整 実 ら

ラ 係 元 測 る ウ し
ム ） 測 定 こ ェ た
開 。 定 支 と ル 。
発 機 援 と 硬
支 の 装 し 度
援 使 置 た 計
装 用 の 及（
置 料 購 別 び
等 及 入 表 ブ
の び に 第 リ
処 手 よ 一 ネ
分 数 り 関 ル
に 料 、 係 硬

技 業 は し 資 一
術 技 、 た 金 ・
セ 術 平 貸 九（
ン セ 成 別 付 パ
タ ン 十 表 事 ー
ー タ 四 第 業 セ
の ー 年 五 の ン
使 管 四 号 貸 ト
用 理 月 関 付 以
料 規 一 係 け 内
及 則 日 ） の に
び の か 。 基 引
手 一 ら 準 き

っ 上 資 日 術 す 改 造
て 限 金 以 者 る 定 的
は を 貸 上 等 こ す 中
三 、 付 と 招 と る 小
千 提 事 す へ と と 企
万 供 業 る い し と 業
円 さ こ 補 た も 育（
と れ 二 と 助 。 に 成
す る 十 と 事 、 条
る 担 一 し 業 貸 例
と 保 世 た の 付 に
と が 紀 補 け 基（
も 特 産 別 助 及 づ

的 は
中 、
小 平
企 成
業 十
育 四
成 年
条 四
例 月
施 一
行 日
規 か
則 ら

備 施 施
を 規 行
行 則 す
う の る
た 一 こ
め 部 と
、 を と
こ 改 し
の 正 た
規 す 。

三 則 る
を 規
制 則
定 （

よ の 当 ） さ
り 額 該 。 試
、 を 機 験
こ 改 器 機
れ 定 の の
ら す 使 購
の る 用 入
機 こ 料 に
器 と 及 よ
の と び り
使 し 手 、
用 た 数 こ
料 料 れ（
を 別 を ら

数 部 施 に 下
料 を 行 二 げ
の 改 す 十 る
額 正 る 一 こ
の す こ 世 と
改 る と 紀 と
定 規 と 産 し
を 則 し 業 た
行 た 創（ （
う 規 。 造 別
た 則 貸 表
め 第 付 第
、 四 に 五
こ 十 係 号

に 許 業 表 の び き
、 権 創 第 基 補 助
当 又 造 四 準 助 成
該 は 貸 号 に の 等
貸 プ 付 関 つ 基 の
付 ロ を 係 い 準 措
金 グ 除 ） て を 置
の ラ く 。 、 改 を
利 ム 。 一 め 講
率 の ） の る ず
を 著 に 指 こ る
年 作 要 導 と 事
二 物 す 期 と 業
・ の る 間 す に

の 施
一 行
部 す
を る
改 こ
正 と
す と
る し
規 た
則 。
（
規
則
第

す 規
る 則
こ 第
と 四
と 十
し 七

削 表 定 の
除 第 め 機
す 一 る 器
る 及 と の
こ び と 使
と 別 も 用

の 六 る 関
規 号 も 係
則 ） の ）
を を 。
制 加
定 え

〇 著 経 に る 対
パ 作 費 含 た す
ー 権 に ま め る
セ で 対 れ 、 貸
ン あ す る こ 付
ト る る 指 の 金

四
十
五
号
）



一
４ ３ ２ １ る
二 こ 漁 趣

北 十 北 北 北 と 港 旨
海 三 海 海 海 と 法 及
道 号 道 道 道 し の び
漁 ） 希 自 立 た 改 内
港 少 然 自 。 正 容

北 海

◇ 三
漁
港 こ 施
法 の 行 万 い 円
の 規 期 円 額 と 競 治
一 則 日 か に の 走 療
部 は ら 、 い 馬 費
改 、 七 競 ず が の

道 公 報

二
２ １ と る

お 内 と 補 競
り 競 調 容 し 償 走

弔 改 走 教 た 金 中
慰 定 中 中 。 を の
金 す の の 廃 事
の る 事 事 止 故

号外第

一 ◇ 二 一 ◇
北 た 北

趣 海 こ 施 。 雇 趣 海
旨 道 の 行 用 旨 道
地 規 期 保 及 職
方 則 日 険 び 業
競 は 法 内 訓
馬 、 等 容 練

号

二
た

こ 施 。 平
の 行 成
規 期 十
則 日 四
は 年
、 三

管 野 環 然 に
理 生 境 公 伴
条 動 等 園 い
例 植 保 条 、
施 物 全 例 次
行 の 条 施 の
規 保 例 行 規
則 護 施 規 則

に 行 則 に（
昭 関 規 つ（
和 す 則 昭 い
三 る 和 て（
十 条 昭 三 規

正 平 万 走 れ 休 上
に 成 五 馬 か 養 限
伴 十 千 が 低 治 額
う 四 円 競 い 療 を
関 年 に 走 額 し 十
係 四 そ 馬 か た 万
規 月 れ と ら 場 円
則 一 ぞ し 一 合 か
の 日 れ て 日 の ら
整 か 引 使 五 見 五
理 ら き 用 百 舞 万
に 施 下 で 円 金 円
関 行 げ き で の に

上 こ 故 故 す に
限 と に に る 係
額 と 係 係 こ る
を し る る と 補
百 た 補 補 と 償
万 償 償 し 金（
円 第 金 金 、 に
か 六 の を 併 つ
ら 条 う 廃 せ い
五 関 ち 止 て て
十 係 、 す 規 そ
万 ） 次 る 定 の
円 。 に こ の 額

事 公 の 手
故 布 改 当
補 の 正 支
償 日 に 給
規 か 伴 規
則 ら い 則
の 施 、 の
一 行 規 一
部 す 定 部
を る の を
改 こ 整 改
正 と 備 正
す と を す

公 月
布 二
の 十
日 九
か 日
ら
施
行
す
る 金
こ
と 曜
し

二 例 和 十 定
年 施 四 三 の
北 行 十 年 整
海 規 九 北 備
道 則 年 海 を
規 北 道 行（
則 平 海 規 う
第 成 道 則 た
六 十 規 第 め
十 三 則 七 、
四 年 第 十 こ
号 北 十 四 の
） 海 四 号 規

道 号 ） 則

す す る な 計 額 引
る る こ く 算 を き
規 こ と な し 一 下
則 と と っ て 日 げ
と し た 得 千 る（

規 し た 場 た 円 こ
則 た 。 合 額 で と
第 。 の と 計 と
五 見 六 算 し
十 舞 万 し た
号 金 円 て 。
） の と 得

上 の た
限 い 額

に 掲 と 整 を
引 げ と 備 改
き る し を 定
下 補 た 行 す
げ 償 う る（
る 金 第 た と
こ に 一 め と
と つ 条 、 も
と い 関 こ に
し て 係 の 、
た 、 ） 規 調
。 そ 。 則 教

れ を 中
ぞ 制 の

る し 行 る
規 た う 規
則 。 た 則

め（ （
規 、 規
則 こ 則
第 の 第
四 規 四
十 則 十
九 を 八
号 制 号
） 定 ）

す
る

た 日
。

規 ） を
則 制
第 定
百 す

三 二
額 係 す

こ 施 に る タ 内 る オ
の 行 改 使 ー 容 こ ホ
規 期 め 用 ボ と ー
則 日 る 料 ジ と ツ

額 ず と
を れ 十
十 か 二
五 低 万

一 ◇ 二 一 ◇
北 漁

趣 海 こ 施 漁 趣 船 こ
旨 道 の 行 船 旨 法 の
空 規 期 法 及 施 規
港 則 日 の び 行 則

れ 定 事
次 す 故
の る に
と こ 係

三 二
３ ２ １

施 と 二 地 内
行 そ と 漁 条 を 試 容
期 の し 業 第 所 験
日 他 た の 一 管 研

こ
と
と
し

一 ◇ 二
と 水 北 ８
と 路 申 趣 海 こ 施
し 業 請 旨 道 の 行 北
た 務 の 海 条 期 海
。 法 手 面 例 日 道

７ ６ ５

港 風 漁
湾 致 港
法 地 法

は こ を ェ す ク
、 と 、 ッ る 紋
平 と 基 ト た 別
成 し 本 発 め 空
十 た 額 動 、 港
四 に 機 こ に（
年 附 六 を の お
四 則 分 装 規 け
月 第 の 備 則 る
一 三 一 す を 離
日 項 を る 制 着
か 関 乗 航 定 陸
ら 係 じ 空 す 設

条 は 改 内 細 は
例 、 正 容 則 、
施 平 に の 一
行 成 伴 一 部
規 十 い 部 の
則 四 、 を 規
の 年 規 改 定
一 四 定 正 を
部 月 の す 除
を 一 整 る き
改 日 備 規 、
正 か を 則 公
す ら 行 布（

規 操 項 す 究（
定 別 業 関 る 等
の 表 禁 係 支 を
整 第 止 ） 庁 目
備 二 区 。 長 的
を 及 域 と と
行 び を 採 す
う 別 示 捕 る
こ 表 す の 採
と 第 緯 区 捕
と 二 度 域 の
し の 経 を 許
た 二 度 所 可

等 続 漁 は 海
の の 業 、 域
改 効 調 平 管
正 率 整 成 理
に 化 規 十 規
伴 を 則 四 則
い 図 の 年 （
所 る 一 四 昭
要 た 部 月 和
の め を 一 五
改 知 改 日 十
正 事 正 か 五
を に す ら 年

施 区 施
行 内 行
細 建 細
則 築 則
等（ （

昭 規 昭
和 制 和
二 条 四
十 例 十
八 施 八
年 行 年
北 規 北
海 則 海

施 ） て 機 る 備
行 。 得 に こ 又
す た つ と は
る 額 い と 格
こ か て し 納
と ら の た 庫
と 基 離 。 の
し 本 着 使
た 額 陸 用
。 に 設 に

三 備 係
分 又 る
の は 使
二 格 用

る 施 う 規 の
規 行 た 則 日
則 す め 第 か
る 、 五 ら（

規 こ こ 十 施
則 と の 二 行
第 と 規 号 す
五 し 則 ） る
十 た を こ
三 。 制 と
号 定 と
） す し

る た
こ 。

。 関 表 管 申
係 示 す 請
） を る に
。 世 支 つ
界 庁 い
測 長 て
地 の 、
系 選 申
に 択 請
従 制 書
っ に 類
た す の
表 る 経
示 こ 由

行 提 る 施 北
う 出 規 行 海
こ す 則 す 道
と る る 規（
と 書 規 こ 則
す 類 則 と 第
る の 第 と 二
た 経 五 し 十
め 由 十 た 九
、 手 一 。 号
こ 続 号 ）
の を ）
規 緩
則 和

道 道（
規 昭 規
則 和 則
第 四 第
四 十 九
十 五 十
号 年 二
） 北 号
海 ）
道
規 四
則
第
七

を 納 料
乗 庫 の
じ の 額
て 使 を
得 用 改
た に 定

と
と
し
た
。

に と 支
改 と 庁
正 し 長
す た を
る 住（
こ 第 所

を す
制 る
定 と
す と
る も
こ に
、

十
七
号
）



◇ 二 一
会 北 行

平 規 海 こ 施 う 公 趣
成 則 道 の 行 こ 益 旨
十 一 職 規 期 と 法 及
四 三 員 則 日 と 人 び
年 の は す 等 内
三 四 勤 、 る へ 容

北 海

◇ 二 一
〇 初 う 海
一 任 こ 施 こ 公 趣 道
六 給 の 行 と 益 旨 人
） 調 規 期 と 法 及 事
整 則 日 す 人 び 委
手 は る 等 内 員
当 、 た へ 容 会

道 公 報

◇ 三
北 ３ ２
海 こ 施 と 表 関
道 の 行 と 駐 関 共 係
人 規 期 し 車 係 同 ）
事 則 日 た 場 ） 施 。
委 は の 。 設（
員 、 別 名 の

号外第

二 一 ◇ 二
１ 用 北 こ
内 料 道 趣 海 こ 施 の

道 容 を 営 旨 道 の 行 規
営 定 住 営 規 期 則
住 め 宅 住 則 日 を
宅 る 等 宅 は 制
の こ の 条 、 定

号

一 ◇
都

北 趣 市
海 旨 計
道 及 画
建 び 法
設 内 施
部 容 行

月 八 務 平 た の
二 ） 時 成 め 北
十 間 十 、 海
九 、 四 こ 道
日 休 年 の 職

暇 四 規 員
等 月 則 等
に 一 を の
関 日 制 派

金 す か 定 遣
る ら す 等

曜 規 施 る に
則 行 こ 関

に 平 め の 規
関 成 、 北 則
す 十 こ 海 三
る 四 の 道
規 年 規 職 二
則 四 則 員 一
等 月 を 等 ）
の 一 制 の
一 日 定 派
部 か す 遣
を ら る 等
改 施 こ に
正 行 と 関

会 公 表 称 数
の 布 第 の の
権 の 四 改 増
限 日 関 正 加
の か 係 を に
一 ら ） 行 伴
部 施 。 う い
を 行 と 、
事 す と 管
務 る も 理
局 こ に 施
長 と 、 設
に と 駐 数

数 と 数 例 平 す
の と を 施 成 る
増 す 改 行 十 こ
減 る 定 規 四 と
に た す 則 年 と
伴 め る の 四 し
い 、 と 一 月 た
、 こ と 部 一 。
管 の も を 日
理 規 に 改 か
戸 則 、 正 ら
数 を 駐 す 施
を 制 車 る 行

の 細
事 則
務 の
処 一
理 部
の を
特 改
例 正
に す
関 る
す 規
る 則
条 （

日 の す と す
一 る と る
部 こ し 条
を と た 例
改 と 。 の
正 し 施
す た 行
る 。 等
規 に
則 伴

い（
北 、
海 所
道 要

す す と す
る る し る
規 こ た 条
則 と 。 例
と の（

北 し 施
海 た 行
道 。 に
人 伴
事 い
委 、
員 所
会 要
規 の

委 し 車 を
任 た 場 改
す 。 の 定
る 新 す
規 設 る
則 に こ
の 伴 と
一 い と
部 そ し
を の た
改 使 （
正 用 別
す 料 表
る を 第

改 定 場 規 す
定 す の 則 る
す る 名 こ（
る こ 称 規 と
こ と の 則 と
と と 改 第 し
と し 正 五 た
し た を 十 。
た 。 行 五

い 号（
別 、 ）
表 及
第 び
一 駐

例 規
の 則
改 第
正 五
に 十
伴 四
い 号
、 ）
規
定
の
整
備
を

人 の
事 改
委 正
員 を

８
関 て 年 偶 定 職
係 得 に 者 継 年 員
） た お 出 続 退 等
。 日 い 産 再 職 の

則 改
七 正

を
一 行

７ ６ ５
当 海 削 の（
該 勤 第 条 除 親道「
職 続 継 七 例 に 族職
員 三 続 条 第 よ が員

規 定 一
則 め の

る 二（
北 こ の

４ ３
護 合 に と 育 該
す 第 は 当 時 と す 請
る 五 、 該 間 し る 求
職 条 当 請 外 た こ を

の 車
一 場
の の
表 使

二
２ １ し 任 続 へ
係 夜 内 た 用 い の

深 ） に 育 容 。 職 て 北
夜 。 お 児 員 道 海
勤 い を に に 道

行
う
た
め
、

一
員
に 北 趣
つ 海 旨
い 道
て 職

数 て 休 任 日 定
の 再 暇 用 ま 年
範 任 又 職 で 等
囲 用 は 員 の に
内 職 組 が 期 関
の 員 合 採 間 す
期 と 休 用 内 る
間 な 暇 さ と 条
と っ の れ し 例
す た 期 た た 第
る 日 間 年 二（
こ の は に 第 条
と 前 、 お 十 の

が 十 再 関 十 り 就等
勤 年 任 係 三 、 業の
続 に 用 ） 条 規 等派
三 達 職 。 第 定 に遣
十 し 員 一 の よ等
年 た 」 項 整 りに
表 職 を 第 備 要関
彰 員 定 三 を 介す
を が 義 号 行 護る
受 リ す の っ 者規
け フ る 人 た の則た レ こ 事 介第 （
日 ッ と 委 第 護五

員 の 該 求 勤 と し（
に 三 請 を 務 第 が た
つ か 求 し の 五 で 職
い ら は た 制 条 き 員
て 第 さ 職 限 の る の
準 五 れ 員 の 四 こ 配
用 条 な の 請 関 と 偶
の か 配 求 係 と 者（

第 七 っ 偶 が ） な で
五 ま た 者 さ 。 っ 当
条 で も で れ た 該
の の の 子 た 場 子
五 規 と の 後 合 の

務 て 行 係 採 職
の 常 う る 用 員
制 態 職 特 さ 等
限 と 員 別 れ の
の し が 休 た 派
請 て 深 暇 場 遣
求 子 夜 に 合 等
が を 勤 つ の に
さ 養 務 い 年 関
れ 育 の て 次 す
た す 制 所 有 る
後 る 限 要 給 条
深 こ の の 休 例

深 員
夜 の
勤 勤
務 務
及 時
び 間
時 、
間 休
外 暇
勤 等
務 に
の 関
制 す

と 日 人 け 一 規
し ま 事 る 条 定
た で 委 、 第 に
の 員 ボ 一 よ（

第 間 会 ラ 項 り
十 に 規 ン 第 退
一 使 則 テ 十 職
条 用 で ィ 七 す
第 し 定 ア 号 る
二 た め 休 関 場

五 項 当 る 暇 係 合
及 該 当 、 ） は
び 休 該 妊 。 、
第 暇 各 娠 同

の シ と 員 五 が条翌 ュ し 会 条 不に日 休 た 規 の 可規か 暇 則 八 能（ 定ら の 第 で 関 です一 承 七 定 係 あ
る年 認 条 め ） る
特を を の る 。 こ
定経 受 二 法 と
法過 け 関 人 を
人す る 係 に 条
をる こ ） 、 件
加日 と 。 公 と
えの が 益 し

の 定 み 親 時 は 親
規 を な で 間 、 で
定 、 す あ 外 当 あ
を 日 こ る 勤 該 る
除 常 と 者 務 請 者
く 生 と が 制 求 が
。 活 し 就 限 は 深
） を た 業 開 さ 夜
す 営 し 始 れ に（
る む 第 て 日 な お
に の 五 い と か い
当 に 条 な さ っ て
た 支 の い れ た 常
り 障 七 者 た も 態

夜 と 請 改 暇 の
勤 が 求 正 の 施
務 で を を 日 行
制 き 行 行 数 に
限 な う う に 伴
開 い に た つ い
始 場 当 め い 、
日 合 た 、 て 退
と を り こ 所 職
さ 規 、 の 要 派
れ 定 当 規 の 遣
た し 該 則 改 者
日 た 職 を 正 で
の 員 制 を あ（

限 る
に 条
係 例
る の
関 改
係 正
規 に
定 伴
の い
整 、
備 育
を 児
行 又
い は

十 の 期 障 条
三 日 間 害 に
条 数 か 休 規
第 を ら 暇 定
三 減 当 、 す
項 じ 該 配 る

る前 で 法 て
こに き 人 い
と、 る 等 た
と北 期 へ 規
し海 間 の 定

道 は た 北 の
、

、 が 関 等 日 の と
職 あ 係 と の と し
員 る ） な 前 み て
の 者 。 っ 日 な 子
同 を た ま す を
居 介 場 で こ 養

前 第 の 定 行 っ
日 五 配 す い た
ま 条 偶 る 、 者
で の 者 こ 及 が
に 二 が と び 引
当 関 深 と 再 き

、 介
公 護
益 を
法 行
人 う
等 職
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と 育 該 係 夜 内
と す 請 深 ） に 育 容
し る 求 夜 。 お 児
た こ を 勤 い を
と し 務 て 行（

第 が た の 常 う

号外第

一
と び 引 人 う 委
と 再 き 等 職 北 趣 員
し 任 続 へ 員 海 旨 会
た 用 い の に 道 規
。 職 て 北 つ 学 則
員 道 海 い 校 一
に に 道 て 職 三

号

◇ 三
北
海 こ 施 平
道 の 行 成
学 規 期 十
校 則 日 四
職 は 年
員 、 三

職 で 等 続 に 用 ） 派
員 の に 三 達 職 。 遣
が 期 関 十 し 員 等
採 間 す 年 た 」 に
用 内 る 表 職 を 関
さ と 条 彰 員 定 す
れ し 例 を が 義 る
た た 第 受 リ す 規
年 二 け フ る 則（
に 第 条 た レ こ 第お 十 の 日 ッ と 五け 一 規 の シ と 条る 条 定 翌 ュ し に

条 規 等 つ か 求 し の
第 定 に い ら は た 制
一 の よ て 第 さ 職 限
項 整 り 準 五 れ 員 の
第 備 要 用 条 な の 請
三 を 介 の か 配 求（
号 行 護 第 七 っ 偶 が
の っ 者 五 ま た 者 さ
人 た の 条 で も で れ
事 介 の の の 子 た（
委 第 護 五 規 と の 後
員 五 が の 定 み 親 時
会 条 不 規 を な で 間

五 で 職 制 態 職
条 き 員 限 と 員
の る の の し が
四 こ 配 請 て 深
関 と 偶 求 子 夜
係 と 者 が を 勤
） な で さ 養 務
。 っ 当 れ 育 の
た 該 た す 制
場 子 後 る 限
合 の 深 こ の
は 親 夜 と 請
、 で 勤 が 求

係 採 職 深 員
る 用 員 夜 の 四
特 さ 等 勤 勤 九
別 れ の 務 務 ）
休 た 派 及 時
暇 場 遣 び 間
に 合 等 時 、
つ の に 間 休
い 年 関 外 暇
て 次 す 勤 等
所 有 る 務 に
要 給 条 の 関
の 休 例 制 す

の 一 月
勤 部 二
務 の 十
時 規 九
間 定 日
、 を
休 除
暇 き
等 、
に 平 金
関 成
す 十 曜
る 四

、 第 に 日 休 た 規ボ 一 よ か 暇 （ 定ラ 項 り ら の 第 すン 第 退 一 承 七
るテ 十 職 年 認 条
特ィ 七 す を を の
定ア 号 る 経 受 二
法休 関 場 過 け 関
人暇 係 合 す る 係
を、 ） は る こ ）
加妊 。 、 日 と 。
え娠 同 の が
る障 条 前 で
こ害 に に き

規 の 可 定 、 す あ 外
則 八 能 を 日 こ る 勤
で 関 で 除 常 と 者 務
定 係 あ く 生 と が 制
め ） る 。 活 し 就 限
る 。 こ ） を た 業 開
法 と す 営 し 始（
人 を る む 第 て 日
に 条 に の 五 い と
、 件 当 に 条 な さ
公 と た 支 の い れ
益 し り 障 七 者 た
法 て 、 が 関 等 日
人 い 職 あ 係 と の

当 あ 務 で を
該 る 制 き 行
請 者 限 な う
求 が 開 い に
は 深 始 場 当
さ 夜 日 合 た
れ に と を り
な お さ 規 、
か い れ 定 当
っ て た し 該
た 常 日 た 職
も 態 の 員（
の と 前 第 の
と し 日 五 配

改 暇 の 限 る
正 の 施 に 条
を 日 行 係 例
行 数 に る の
う に 伴 関 改
た つ い 係 正
め い 、 規 に
、 て 退 定 伴
こ 所 職 の い
の 要 派 整 、
規 の 遣 備 育
則 改 者 を 児
を 正 で 行 又
制 を あ い は

規 年 日
則 四
の 月
一 一
部 日
を か
改 ら
正 施
す 行
る す
規 る
則 こ
と（

北 と
と休 規 、 る
と暇 定 北 期
し、 す 海 間

配 る 道 は た
、

三
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こ 施 い 又 に
の 行 し は つ 勤
規 期 第 疾 い 勉
則 日 十 病 て 手

等 た 員 る ） な 前
へ 規 の 者 。 っ 日
の 定 同 を た ま
北 の 居 介 場 で

二
２ １ と

係 に る に 内 し
） 期 期 つ 期 容 たつ
。 末 間 い 末 。い

手 か て 手て

み て ま 条 偶
な 子 で の 者
す を に 二 が
こ 養 当 関 深

一 ◇ 二
務 て 一 北
し い 公 趣 七 海 こ 施
た る 益 旨 道 の 行
期 職 法 二 職 規 期
間 員 人 ） 員 則 日

定 行 っ 、 介
す い た 公 護
る 、 者 益 を
こ 及 が 法 行

一 ◇ 三
職 一 公
員 公 趣 ） こ 施 関益
の 益 旨 の 行 係法
派 法 及 規 期 ）人
遣 人 び 則 日 。等

海 し
道 た
人 。
事

て 年 偶
得 に 者
た お 出
日 い 産

は 号 に 、 当
、 関 よ 職 の
一 係 り 員 支
部 ） 勤 が 給
の 。 務 公 に
規 し 益 当
定 な 法 た
を か 人 り
除 っ 等 、
き た 派 条
、 期 遣 例
平 間 職 第
成 等 員 五

当 ら 、 当、
の 除 公 の退
支 く 益 支職
給 こ 法 給派
に と 人 に遣
当 と 等 当者
た し 派 たで
り た 遣 りあ
、 職 、っ （
条 第 員 条た
例 二 が 例期 第 条 育 第間 五 第 児 五を

に に 等 等 は
相 期 へ の 、
当 末 の 育 一
す 手 北 児 部
る 当 海 休 の
期 又 道 業 規
間 は 職 に 定
に 勤 員 関 を
つ 勉 等 す 除
い 手 の る き
て 当 派 規 、
所 を 遣 則 平
要 支 等 の 成

等 等 内 はへ
に へ 容 、の
関 の 一北
し 北 部海
必 海 の道
要 道 規職
な 職 定員
事 員 を等
項 等 除のを の き派定 派 、遣め 遣 平等る 等 成に

数 て 休
の 再 暇
範 任 又
囲 用 は
内 職 組
の 員 合
期 と 休
間 な 暇
と っ の
す た 期
る 日 間
こ の は
と 前 、

十 を 又 条
四 加 は の
年 え 退 三
四 る 職 第
月 こ 派 二
一 と 遣 項
日 と 者 の
か し で 人
ら た あ 事
施 っ 委（
行 第 た 員
す 二 場 会
る 条 合 規
こ 第 の 則

条 一 休 条加 の 項 業 のえ 三 第 を 三る 第 一 し 第こ 一 号 て 一と 項 関 い 項
と の 係 た の
し 人 ） 期 人
た 事 。 間 事
委 は 委（

第 員 勤 員
二 会 務 会
条 規 し 規
第 則 た 則

の 給 に 一 十
改 す 関 部 四
正 る す を 年
を に る 改 四
行 当 条 正 月
う た 例 す 一
た り の る 日
め 、 施 規 か
、 人 行 則 ら
こ 事 等 施（
の 委 に 北 行
規 員 伴 海 す
則 会 い 道 る
を 規 、 人 こ

た に 十関め 関 四す、 す 年るこ る 四
規の 条 月
則規 例 一

則 の 日（
北を 施 か
海制 行 ら
道定 に 施
人す 伴 行
事る い す
委こ 、 る
員と 公 こ

と 日 人
し ま 事
た で 委
の 員（

第 間 会
十 に 規
一 使 則
条 用 で
第 し 定
二 た め
項 当 る 六
及 該 当
び 休 該
第 暇 各

と 二 業 で
と 項 務 定
し 第 上 め
た 五 の る
。 号 負 期

な 傷 間

一 で 期 で
項 定 間 定
第 め に め
二 る 相 る
号 期 当 期
関 間 す 間

制 則 育 事 と
定 で 児 委 と
す 定 休 員 し
る め 業 会 た
こ る を 規 。
と 勤 し 則

会と 益 と
規し 法 と
則た 人 し
一。 等 た
六へ 。

の

十 の 期
三 日 間
条 数 か
第 を ら
三 減 当
項 じ 該
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休 の 支 日 の 前 北
館 規 援 ） 規 九 海
） 定 セ 定 時 道

に ン に か 立
か タ か ら 職

号外第

第 北
十 一 海（ （

開 六 条 趣 道 平
館 号 旨 北 規 成
時 。 こ ） 海 則 十
間 以 の 道 第 四
） 下 規 立 三 年

則 職 十 三「
条 は 業 四 月

号

北
海
道
立
職
業
能
力

月 、 が 及 備
二 当 前 ぼ 等
十 該 項 し を
九 入 の 、 汚
日 館 規 又 し

者 定 は 、
に に そ 若
対 違 の し
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用
使

等
室

修

請催力

主能

様力前 能使

申
認

承
更

変 ン夜 セ
援後 支用 発午 開

日 用
使分１ の

ー間 タ区

に

日

住氏電援
支

者）発

者開
ー

所名号タ

番ン

話セ

書
請

い

年つ

）に
用
使
の 受
※

料
用
使

法号 寸番 紙付 用

の
次

用 、
て
い使 つ

計
合

承 知的 り 道お 海と目 北

年

す人 ま定 し利予 認 事

日り
お

と
の

月次

局、
て

格
規
業
工
本
日

番変

使

。用員

者 円

扱
取

）
４

印

料
用

日
月

）
円

一
〇



平 申

成 主

十 請催

四 者

年 者）

三

北 海

記
別

備

第 考 普４ 通号 ・１２

様 当式

印更 座※変
はの８ 口欄前第 ）

道 公 報

変変変※還

更還変付

更更使付更金

用前振

前後の追使込

条加用先

件納料銀

付納行

号外第

変変変変変変

更更更更更更

前後前後前後

号

、使 で
の分 い

た
し

更区

北用

月 住氏

二
十
九 所名

日

金

研

曜

号記用関 番、使条 座

修

な書 行し認） 銀載承係

さて
だし

く付
で添

いを

）入名

さ
。だ

いく

金年
の月
積日
算

年

職日 立

月 道
海年

援
支使 発

開日 力
能曜 業

施 ン
セ用

日 支い

承
更

変
用

使
等

様

室 店。

月
日

前 行使

施午 例
条設 ー

タ

夜 第
条後 ８用 第午 則

規

事
知
道
海
北

書
認

項区 １

承

年

※

法号 寸

番 紙
用認

還
付金
額 追
加
納
付
）
金
合
計

り
よ日 に

定分１ 規
の間

。
す目

ま
し

用 請
申
、使

格
規
業
工
本
日

日印

月

円

）
４ 円

料
用

※使
的

）
円

一
一



様
事

知
道

海
北

北 海

式
様

号
５

第
記

別
第

道 公 報

変変変※還

変付

更更更更
使追

後前後用加

の納

条付

件）

号外第

区変変変変変

更更更更更

分前後前後前

使
用

号

平
成
十年

四
年
三

修
研

月金

）
係

関
条 の
積
算

年
月
日
曜
日
使
用
施

月
二
十日

九申

日

道
海

北
の

請

金

職
立

曜

止申

中
用

使
等

室

能
業

申請催
主

設
午
前

午
後
夜

日

ー
タ
ン
セ使

援
支

発
開

力

者）
者

変区 の
用
使
の用

所名号
番
話

書住氏電

出

受
※

年

）

法号 寸番 紙付 用

還
付
追
加
納
付
）
金
合
計

間
１
日
使

用
目

と
の
次
、
て
い
つ分

に
更

日

番

日
月

局

し
認
承
り
お

格 扱規
業
工 取本

） 者４ 円

的
使
用
料

円
）

。
す
ま

一
二



次で請
の申１

平 の、し免

成 と北ま除

十 お海す

四 り道。減

年 北立額

三 海職）

北 海

第
記

別

北 ６

海 号

道 様

知 式

事
様

第

道 公 報

考 ※還備
１２ 付用金通

還使付普

※中 の納込当

金料振・

算年銀）印止 積入先座

はの 月行口欄前

号外第

日
月

年
用

使

号

の
い

年た
し

止
中

を
月で

月 道業を

二 立能受

十 職力け

九 業開よ

日

力支と

能発う

ン額

催発セる

主開援す

者支

金

セー

）援タ

曜

タ例

氏ン条

請 等

申 室
修 ）

係研

関
条 使 日名座

減

住 料
用者

使

し認 銀載承 号記用 番、
更

く変
では

い又
な書 行

曜

を
。書

年い認
さ承

だ

日海
北

、

午
設

施
用

使
日

で開
号力

能
業

職
立

第道
承援

用支
使発

日

第
料則

用規
使行

名ー施
の
免
第
除条

受定
を規
）の
額項
減１

請 付
受申 ※

免所

けに円

店 月付 支添

月
年 号書 番

午
前

。
い
さ

日だ
く

て
し

のン
認セ使

日
１

間
夜

後

施
北例

た条用 っー
あタ

業第
職則
立規区 道行

海

分 能

、
いり

印たよ

開の
力条

記
別

備

第 考

号
７

１２

式
様

２
日

印名
※氏

免
除免
除

減

額
金

減

還
※ 目

用
使

円法
寸
紙
用

発規

人
定計 予合

金 的付

タ、
ンり
セよ
援に
支定

にす
用ま
使出
のし
ー申

て
い
つ。利

欄欄第

はに

）

載し係

記名関

、署条

く押
で、

い合
な場

した

額

い省
さを
だ印

）額

す）

るを

額受

のけ

積よ

算う

基と

礎す
る
理
由

格
規
業
工
本
日

料
用

使
員

）
４

お
と
の※ 次

、用
）円 円

す
ま

き
で
。略

用
使

り

法
寸

紙
用。

一
三

業
工

本
日

格
規

）
４



道室い

海修た

北研し
を

用北
使、

事をで

知等の

様

北 海

式
様

号
８

第
記

別
第

道 公 報

免免除

１免
額

除減 除
減

）理 ） 額の 額 減）

号外第

申つ
に

）次

者年、

請催て

主い

住氏月と
の

者

号

平
成
十
四
年
三

た業
当職

に立
る道

す海

申り能

者の発

請催次開

主、力

氏電りセ
お援

者）と支
特ン

住

備 条

設
別

第）
係特

関
条

受る を由 す

認 項

承
等 第

道 算 う海 積 よ北 の け額

能

額業

る職 礎 す立 基 と

研日承

所名り
お

発
開

力

北す
のま 室

請し 修申認
業 料

職

用立
道 使

海。 等

北 減様能

月
二
十
九
日

金

曜

のー

所名話別タ
規

）設行
の施

備例
設条

は第
又則

年置

局特

該

の項
件１
物第

月殊条

受 当※申

日
法号 寸書 番 紙付請 用

タ
ン

セ
援

支

格
規
業
工
本

免力

円

則
規
行
施
例
条
ー

援 事 認支 知 承発 道開 海

用

月使
の
ー
タ

年ン

書セ
の
料

日

入規

日番搬の

号
番

認
承

件物

お物備

と備設 の設

認

件 年承
り

）
４

９
第
記
別

申 号

主 様

請催 式 条印 の※ 認
承考 ※備

者

設搬 設

免

日減 印

は 件欄

に
定

入 件月

件物

物備

備

す規 月ま
し名 申

、
り
よ

の
別
特

の数 請
申格 日

。
備

設量

第者）

別

）
係特所名

関
条住氏

く
で

い
な
し
載
記
、

備
設

格時

の

規日

名

。
い

さ
だ

日 数

の設

。
す
ま
し
請

量時

時

殊
特名

は件

又物 置

備 設
つ
に数

入
搬格

の
件

物規

認認知
道 承

海 承様北

等

月
年 号書

番事

設使

業
工

本
日

法
寸

紙
用

格

使

規

間

名

期 件
物用

備
数

用

一
四

格
規

日印

次量 、
て

い

量所
場

）
４



３
第 じ 文 当 の た
十 め 書 に 館 と だ

平 一 そ 館 侵 長 す し
成 条 の 資 害 は る 、
十 に 寄 料 す 、 。 条
四 次 贈 を る 公 件
年 の 者 利 お 益 付
三 た 又 用 そ 上 き

北 海

２ れ 人 共
密 な い て の 団 第
等 わ て 館 い 秘 体 九
の れ 、 長 る 密 を 条
情 な 当 は も 等 除 中
報 い 該 、 の の く 「
が 程 個 文 情 。 個（
記 度 人 書 以 報 以 人
録 に の 館 下 」 下 」

道 公 報

る 北
。 北 海 北
海 道 平 海
道 北 規 成 道
立 海 則 十 立
文 道 第 四 文
書 立 三 年 書
館 文 十 三 館
管 書 五 月 管

号外第

日

入月件
条

の
認 搬承

号

月 だ は に れ の 寄
二 し 寄 供 が 必 贈
十 書 託 す な 要 資
九 を 者 る い そ 料
日 加 の こ と の に
え 承 と 認 他 つ
る 諾 が め 相 い
。 を で る 当 て
得 き と の は

金 な る き 理 、
け 。 は 由 あ

曜 れ た 、 が ら
ば だ 第 あ か

さ 分 秘 資 と を「 「
れ 離 密 料 条 い 法 「
て す 等 に 件 う 人 館
い る の 個 付 。 等 長
る こ 情 人 き ） 」 は
部 と 報 の 寄 が と 、
分 が と 秘 贈 記 い 個
を で そ 密 資 録 う 人
除 き れ 等 料 さ 。 」
い る 以 の 」 れ ） に
て と 外 情 と て 」 、
、 き の 報 い い に 「
当 は 情 と う る 改 団

理 館 号 二 理
規 管 十 規
則 理 九 則
規 日 の（

昭 則 一
和 の 部
六 一 を
十 部 改
年 を 正
北 改 す
海 正 る
道 す 規
規 る 則

日

時

の
使

時

時

日 、 し 一 り じ
利 、 項 、 め
用 条 の か そ
に 件 規 つ の
供 付 定 、 寄
す き に 個 贈
る 寄 か 人 者
こ 贈 か 又 又
と 資 わ は は
が 料 ら 法 寄
で に ず 人 託
き つ 、 等 者
な い 同 の の
い て 項 権 承

該 、 報 そ 。 」 め 体
文 前 と れ ） を 、 」
書 項 を 以 」 加 を「
館 の 容 外 に え 不 「
資 規 易 の 改 、 適 法
料 定 に 情 め 当 人「
を に 、 報 、 附 な そ
利 か か が 同 さ 」 の
用 か つ 記 条 れ の 他
に わ 、 録 に て 下 の
供 ら 閲 さ 次 い に 団
す ず 覧 れ の る 体「
る 、 請 て 二 も 情 （
も 当 求 い 項 の 報 国

則 規 を
第 則 こ
四 こ
十 に
五 公
号 北 布
） 海 す
の 道 る
一 知 。
部 事
を
次 堀
の
よ

期
用

工
本 用

日

使法
寸

間紙
用

格
規 場業

。 は に 利 諾
、 規 利 を
あ 定 益 得
ら す を る
か る 不 も

２

内期項

用覧事

使閲守
遵

の 該 の る を 」 及（
と 個 趣 場 加 を 以 び
す 人 旨 合 え 下 地「
る の が に る 付 方「
。 秘 損 お 。 さ 個 公

目方

用用

使使

う
に 達
改
正 也
す

１

１、覧閲請 のお閲

次な
との求資

の次請覧求

）
４ 所

第
記
別

北 １

海 号

道 様

立 式

文 の

別 る
記 場 た
第 合 だ
一 は し
号 、 、
様 別 第
容日

て月 し
入
記年 に

的
体
具

的法

か さ日 だ
く

が場

料る

資す

該表

当公

的方

目の

とそ

いは

な合

の内号 お２の料

記

が法

資

文館事
書守
文遵容

り
閲存

を異 館
料に 書資項

せ

特たま
しり 料

覧あ 資

書

い

２

館

第長

求
請

覧
閲

）
係
関
条様

式 記 九
の 第 条
次 一 第
に 号 一
次 様 項
の 式 に
一 の 規
様 二 定
式 の す
を 文 る
加 書 文
え 館 書
る 資 館

年

）
。ら い

一 月五

い
な

れ
ら）

せど

達な

日

で。
のん 別

）
ど

な
由

理 ま 求い
請願

認 覧承料 閲

住氏勤
者

名

話。

電書す

所名等
先

務

月
年

話
電

。 料 資
特 料
別 を
閲 同
覧 条
請 第
求 三
書 項
に の
よ 規
る 定
も に
の よ
と り

日）印数 ）冊

で
ま す 閲

る 覧
。 し
よ
う
と
す



北 海

別
記
第
三
号
様
式
中

道 公 報

よ 北
う 北 海
に 海 道 平
改 道 北 規 成
正 知 海 則 十
す 事 道 第 四
る の 知 三 年
。 資 事 十 三
産 の 六 月

号外第

北 こ
海 の
道 規 附 しい

知 則 、特こ

事 は 則 個別と

の 、 人閲。

資 平 又覧

産 成 はに

号

平す

成特特る

十別別と
四閲閲き
年覧覧は
三

」

にに、

を

先

式品

長株商

山

離課税
業引 譲

事取

の物林 期等

短長株

山

離課税
事土短

の林 期期等分

式

渡譲所等期 ・地 業 譲譲

所所事 ・譲

渡の

渡

等 資 号 二「
の 産 十分

公 等 九
開 の 日土

に 公地 関 開

等 す に
る 関の

規 す事 則 る

業 規（
平 則・

成 の雑

等 十 法よ
の 四 人り
公 年 等知

開 四 のり

に 月 権得

関 一 利た

す 日 利個

る か 益人

規 ら を又

則 施 不は

の 行 当法

一 す に人

部 る 侵等
月よよ特

二りり定

十知知の

九りり個

日

法

情個は

たた又

得得人

は又人

報人

金

用法が

使は等

曜

事所

・の

的等別

目人識

得

雑雑 所・・

渡業

渡譲 渡 所得業 雑

得得得

所所

得得

所

所 雑

得得得・

七 一

所 年 部
北 を得

海 改
道 正
規 す 北
則 る 海
第 規 道
九 則 知
十 事
六
号 堀
）
の

を 。 害に

改 し関

正 なす

す いる

る こ情

規 と報

則 。を

を 、

こ 第

こ 三

に 者

公 に

布 提

す 供

日

こ

に報る

外情れ

以のさ
しな

し用の

用活と

使を
と究う

こ研よ

いてい

な
をに
等い
果扱

。成取

の ６８９

事 別び

項 記 申又申申再設

に 十 請は請請生計

次 六 者履者者活計

の 号 が歴がが用算

七 様 事未法の書

の る 項 六５

別 二 第 第 。 中 条
記 第 二 十 」当 「
第 五 十 八 第 を該
十 項 条 条 十事 「
六 」 第 第 八 第業

号 を 一 一 条 十に

一
部 達
を
次 也
の

の 北
第 よ 廃 海 廃
十 う 棄 道 平 棄
七 に 物 廃 規 成 物
条 改 の 棄 則 十 の
第 正 処 物 第 四 処
一 す 理 の 三 年 理

る し

。 な

こ
の
規 附
則
は 則
、法

表意
公注

事 式 人項成第用並

項 で全年７にび （
を 裏 あ部で条供に

加 ） る証あ第す付

え の 場明る３る近

る 添 合書場項施の

。 付 に若合第設見

書 はしに４の取

類 、くは号構り
中 そは、イ造図
７ の現そかを

の 法在のら明

事 人事法チら

様 項 項 」 七係 「
式 第 中 中 を 条る

十 」取 （ 「 「 「
裏 二 第 第 第 に引

） 条 十 十 十 改が

の の 二 七 九 め確

添 二 条 条 条 、実

付 第 第 」 」 同に

書 六 五 を に 条行

類 項 項 改 第わ 「
中 」 」 第 め 三れ

５ に を 十 、 項る

の 改 八 同 中こ 「

項 る 及 処 十 三 及
中 。 び 理 七 月 び

清 及 号 二 清「
第 掃 び 十 掃
十 に 清 九 に
四 関 掃 日 関
条 す に す
第 る 関 る
一 法 す 法
項 律 る 律
」 施 法 施
を 行 律 行

細 施 細「

公
布
の
日
か
ら
施
行
す 」
る に
。 改

め
る

項 の項定まか

を 定全代でに

削

款部理のす

り 証人いる

、 明のず平 又８

は書住れ面

の

寄）民に図

事

附

票も、

項

行

の該立

を

為

写当面

７

）

しし図

のな、

事い断 及

項旨面 び

事 め 第 条 条と 「
項 る 十 」 第 第を

及 。 二 に 五 十確

び 条 改 項 七認

６ 第 め 中 条で

の 六 る 」き 「
事 項 。 第 をる

項 」 十覚 「
を に 九 第書

次 、 条 十き

の 同 」 八等

よ 条 を 条
う 第 」「
に 二 第 に

第 則 行 則
十 細 の（
五 平 則 一
条 成 の 部
第 六 一 を
一 年 部 改
項 北 を 正
」 海 改 北 す
に 道 正 海 る
改 規 す 道 規
め 則 る 知 則
、 第 規 事 を
同 二 則 こ
条 十 堀 こ

。

一
六

とを図 登

し記、 記

、し構 簿

添た造 の

付書図 謄

書 本類及

類

改 項 二 改
め 中 十 め
る 条 、「
。 第 」 同

十 に 条
二 改 第
条 め 四

第 号 に
二 ） 公
項 の 布
中 一 達 す

部 る「
第 を 也 。
十 次



第 次 北
四 の 北 海
条 よ 道 平海

平 第 う 北 規 成道
成 三 に 海 則 十消
十 項 改 道 第 四費
四 中 正 消 三 年生
年 す 費 十 三活「
三 年 る 生 八 月協

北 海

２ １
北 調 後 行
海 整 の 細 こ こ
道 を 廃 則 の の 附
消 し 棄 の 規 規
費 て 物 規 則 則 則
生 使 の 定 の は
活 用 処 に 施 、
協 す 理 基 行 平

道 公 報

別 別 び

記 記 再設再再当事

第 第 生計生生該務

三 二 活計活輸事所

十 十 用算用送業、

号 七 の書ののを事

様 号 用並用用行業

式 様 にびににう場

号外第

の ６７９

事 別 別
項 記 記当申又申申

に 十 第請 該は請請

次 八 十者 事履者者

の 号 八が 業歴がが

七 様 号法 に事未法

事 式 様人 係項成第

項 式る全年７

号

事所

生生該務

再再当事

ののを事

用送業、

活輸
ににう場

用用行業

月 一 。 活 号 二同
二 ・ 協 十組
十 九 同 九合
九 パ 組 日資
日 ー 合金

セ 資貸
ン 金付ト 貸規」 付則金 を 規（ 則昭「

曜 年 の和二 一三

同 る 及 づ の 成
組 こ び い 際 十
合 と 清 て 現 四
資 を 掃 作 に 年
金 妨 に 成 こ 四
貸 げ 関 さ の 月
付 な す れ 規 一
規 い る て 則 日
則 。 法 い に か
の 律 る よ ら
一 施 用 る 施
部 行 紙 改 行
を 細 が 正 す

中 式 供に供供に等

す付すす足の第 （
表 る近るるり付

） 施の施運る近条

中 設見設搬技の」

の取の車術見第

を 構り所両的取

造図有の能り条第

を権自力図第
住項」

明又動を・１条

か使車明宅」

らは車説

に

で

に用検す地

（
を 裏 あ 取部で条 （
加 ） 裏る 引証あ第

え の ）場 が明る３

る 添 の合 確書場項

。 付 添に 実若合第

書 付は にしに４

類 書、 行くは号

中 類そ わは、イ

８ 中の れ現そか

の ６法 る在のら
事 の人 こ事法チ
項 事の と項定ま
を 項

の

供供に等

定 を全代で

運る近

るるり付

すす足
取

の車術見

設搬技の

施
自力図

有の能り

所両的
宅

は車説住

又動を・

権
用検す地

使車明

日 ・ 部十三 を二パ 改年ー 正
北セ す
海ン る 北
道ト 規 海
規」 則 道
則に 知
第改 事
五め
十る 堀
九。
号

改 則 あ 前 る
正 の る の 。
す 規 場 廃
る 定 合 棄
規 に に 物
則 か お の
を か い 処
こ わ て 理
こ ら は 及
に ず 、 び
公 、 こ 清
布 当 の 掃
す 分 規 に
る の 則 関

改 を す権証る図

め るをの書の第

る 平有写類写

。

１

図る等第

面すしし条

図証

面を」

立と項

、こ

に 、す

改 断る

め 面書

る 図類

。 、
削 及

款 確部理の

り び認証人い

、 ７で明のず 又９ の

は き書住れ

の 事

寄 る）民に

事 項

附
覚票も

項 を

行
書の該

を 次

為
き写当

８ の

）
等しし

の よな

事 うい 及

項 に旨 び

と 改を 登

し め

をの書の

権証る図

記 記

こ
る等

すしし

有写類写

類
書
る
す
証
を
と

）
の 達
一
部 也
を

を
別 別 削
記 記 り
第 第 、
四 三 同
号 号 条
様 様 第

。 間 に す
、 よ る
必 る 法
要 改 律
な 正 施

域 第 第
に 第 者 十 者 十（ （
あ 十 居 七 精 居 七 精
つ 九 宅 条 神 宅 条 神
て 条 生 の 障 生 の 障
は 中 活 七 害 活 六 害
倶 支 者 支 者

及
図
造
構

第 十 号
者 十 第 五 第 ） 精（
居 七 精 十 条 四 の 神
宅 条 神 七 の 条 一 保
生 の 障 条 二 第 部 健
活 五 害 の 第 一 を 及
支 者 四 四 項 次 び

、 るし 簿

添 。た の

付書 謄

書 本類

類

北 る
海 。 精 資 こ
道 平 神 金 の

精 規 成 保 に 規
神 則 十 健 つ 則
保 第 四 及 い の
健 三 年 び て 施

２ １

こ こ
の の 附
規 規
則 則 則
に は

式 式 九
の 中 号
四 中第

中 「
第条

十の札北
七７幌海
条第市道

の２中保電
四項央健話

」」区福

を北祉

を３部 「）

「
知 、 援 法 居 援 法 居
安 保 事 第 宅 事 第 宅
保 健 業 五 生 業 五 生
健 所 廃 十 活 届 十 活
所 長 止 条 支 出 条 支
長 」 の 援 事 の 援（
、 の 休 三 事 項 三 事
函 下 止 第 業 変 第 業
館 に ） 三 の 更 二 に
市 届 項 廃 届 項 係「
の に の 止 に の る（
区 旭 よ 規 等 よ 規 届
域 川 ら 定 の ら 定 出

援 法 居 の 項 中 の 精
事 第 宅 次 」 よ 神「
業 五 生 に に 並 う 障
実 十 活 次 改 び に 害
施 条 支 の め に 改 者
届 の 援 三 る 第 正 福
に 三 事 条 。 三 す 祉
よ 第 業 を 十 る に
ら 一 の 加 八 。 関
な 項 実 え 条 すけ の 施 る の るれ 規 の 。 七 法ば 定 届 第 律

及 十 三 精 は 行
び 九 月 神 、 の
精 号 二 障 な 日
神 十 害 お 以
障 九 者 従 後
害 日 福 前 に
者 祉 の 貸
福 に 例 し
祉 関 に 付
に す よ け
関 る る ら
す 法 。 れ
る 律 る

よ 、
る 公
改 布
正 の
後 日
の か
北 ら
海 施
道 行
消 す
費 る
生 。
活

第第第条保

十西健

七条条６予－

条のの丁防

の７２目課

七第第

」２４」

に項項

を 改」

一 め
七 に る札

改 。幌北電

め市海話

る白道

に 市 な に 届 な に 事
あ の け よ 出 け よ 項
つ 区 れ る ） れ る の
て 域 ば 届 ば 届 変
は に な 出 な 出 更
渡 あ ら は ら は の
島 つ な 、 な 、 届
保 て い 別 い 別 出
健 は 。 記 。 記 ）
所 上 第 第
長 川 二 二
） 保 十 十
」 健 九 八
を 所 号 号

な に 出 二 施ら よ ） 項 行な る 」 細い 届 を 則。 出 「
は 、 （

昭、 第
和別 三
四記 十
十第 八
四二 条
年十 の
北七 七
海号 第

法 施 資
律 行 金
施 細 に
行 則 つ
細 の い
則 一 て
の 部 適
一 北 を 用
部 海 改 し
を 道 正 、
改 知 す 同
正 事 る 日
す 規 前
る 堀 則 に

協
同
組
合
資
金
貸
付
規
則
第
四
条
第０ 。

８）

本神１

区精１

石立
健６

通保
丁福４

加 長 様 様
え 、 式 式
、 小 の の
同 樽 精 精
条 市 神 神
後 の 障 障
段 区 害 害

道様 二
規式 項
則の 並
第精 び
九神 に
十障 第

害 四 二

規 を 貸
則 こ し

こ 付
達 に け

公 ら
也 布 れ

す た

三
項
の
規
定
は
、



存
既申請者

氏住 の
患フ

者リ

票ガ

の名所 ナ
） 有

北 海

医 の院 次申請内容通 を
り医害費 お院療 と通障

し公給 請費者受 申療の

道 公 報

北

通

海市精

院 町神

医 道村保

療

知経健費 由及の 事）び公 精費 神

号外第

別 －

記 ７

別第 １

記 ０

第号 ０

十様

号式

様 」
式第

を

号

番タ
６ン

北セ
目祉

平ー

成号
十
四
年

に 三効
期姓

限）

年
月

名

日）

既

帳号 す負番 ま費手者

存

規都

新新他

１１４

。担

２は
又

認付県

承交府

規

市害

続新幌障

継更札

２
承

負 様障担 害

第 者
福

条 申祉

第 請住氏申に

３ 書請関項 を所名者す） 提とる・

出の法精

し続律

障
神

た柄に

害 者基

次条

の、通障

よ

院
第

う

害 に医 条
改関

め者 療 係

る）

。
月 帳年 費

請

公申 手
費

改 月
め 二
る 十
。 九

日

金

曜

の
手

女番

有・話

の性男電

帳
限生年月日

期号

効別

手

認か者

月月－

年年）

手

患障住の

３３の帳

ら
級更番

票等変帳

者害所

付る

交更よ

加変に号

追

交
帳
手

者 づ

保 夫き

健 ・、

福 妻

祉 ・

手 父帳 ・の 母交 ・付 そ

第 の
他

条
第

書書年

請
請
申

担申

日 負

月

日

なで

保並者

６７

日生
日

な険び

険、る

お事申に保おあ

所者の申場

、務請

害

３４５
付

通障ない障障年

ではさ

き

の

申ま院害お。害害金

手金振

請す医者、者年

書。療手継

項
１

）

こ 療※事 医意１２

注
）

項

請 関在療の申 機所名医

絡先添

日

請書 地称機申

連

類医の

住書院険

付通保

家族の

１費類

療種

氏 フ
リ
ガ

類者は

か又と種請合

ナ

各続内」が、

らはの

ま共柄はの老

は保位

で済」、欄人の

書合当、健に

の組、該

類等申す該法
」

をに請る当第６

添対内も番
を第記

付し容の号条を

れ年、○１入

さ、」を

承の年

を費帳続帳の込

提のの

規証払

出公写認新金支

負を申交書）

し費しの

写知

者担添請付の通

た

し場更し書

」の付の、

写

び規て合新、の

及新
承くは又
障害の

申認だ、は障し

はいに害年い

請又さ現

コ書を 関

者

は提
請た

活申し ド 生、出 ー

の」

護者者

保

申

福い、
まは

住欄
おの

所医公

事市請

祉の

師費

断申用保 診担被国 の負

険 の保職 書請者退
本 ２場

証み人） 金の本人 年合

の入

書記）

名

写）

）

た金で項し

別ん規１

場の性囲の、
位

は害」でに定の

合障

だ入よに

、等、く記に

障級

て医の

害を続さしるそ

会」。く療保

等照柄い

さ受の

のす及だを険

級
定こいけ種

判るび
が付この

のと添。る類

のれ

」継。交等金ず
た

氏承さ変年か

の続付級

ての裁添

名認れ更金を
通し

に申い申定付

欄の

名の患の知て

署請る請

票合のだ

し場者場書く
しい

場はをは写さ

た合

又。

合、必、

町者
、師添医は

は医ず

が 患理 ）窓人

所村本

務

に提 者由口

票を

の加し出す そ追詳提出
合 付記て場 他交くしる
く
さ、 費請しだは 自申入

国

。入 場くい記 ・のて

用保

し被

）険

級保職
者退

電家
）

柄番障族）

話３家族

４者

号害

母手

保人 ５）の国老 帳

続

一１ 八

２
夫

めあ書と

、ま」で位

にり類がの

会。欄る数

社すのきの

近

印診しの直

押の付師
障

省書く断の

を断て診

はさは 合だ

、

略又だ書 す ので そ。要 ）、い不 般健 の－し一保 そ写

。

他

父
３

妻

）



内医票

請院者

申通患

平 容療の年成 費有十 通障の効月四 院害受期年 医者給間日三

北 海

北
事）

由 知経
道村

町 海市

道 公 報

別 市

記 町

別 別第 村
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第 第号
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四 改 二式

号 め 号
様 る 様第

式 。 式

号外第

の

８

本※※
市 の人欄

町 位）は

村 のと、

収 数生市

字活町

号

と、

記こた

をるま

字け

くき者

てで請

しが申

入

療手者か月 費帳番ら二 公号十 費１３九 負変再年日

請日

１申
届行月

担更発

更２ま

変

金

都

届他で

曜

届

様

再県害害

２府障障

住氏届

請出 申
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月しの 年出と 請提
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の 注

院院害 第

よ 意医者

う 事医療手 条
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を費患 関
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印 を保村
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入をび

し併保

、用健

１す所

のるで
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に合入
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保 ７、ま

１健 」す

活
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だるが
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。は保

い合

用保 ２ 被の

：他 ６ 例と
用

険入併

保記を

者と険

す

日

月
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有日
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申札帳帳
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市手

続
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住
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妻
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夫
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母
・
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に
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」
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保
の

を
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印 しと記
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く入し
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番 だ
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被。

））場

族。る
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用
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で合

人
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健位

保の

申

関

２

で
ま
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る保
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理 票 前者請

患

日

類
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）
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保
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書す書略請に

号
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意１
注

平項こさ

成のい
十届。
四
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三請
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中適他
応の

１２性理
及由
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適他庭

応の生

性理活

及由の

び経

家過

受
印 た記きい村

場載は。及

合事、び

を項こ保

除のの健

く変届所

。更出で

）のの記

。届ほ入

※ 出かし

保 をにま

健 す、す

だるがを保費

所 る障の

さ場生記護負

、

し併患

のい合活入を担

に、護、用者

位。は保

例と１す票

位場再

６：他のるの ６

を用保に合交 ２ 」被の

記者と険は付

併」申

入保記を７、の

、す用と請 １ し険入

者の老

）。）で）」が
保

提提まと欄人

ををき
。続内、健

出出すのは
当第

たた柄は該法

しし

者者」、

」」、該番

の及当号条

は請る１

欄び申すを第

届出容のの

、届内も項

月書

二）

十は

九、

日

出
け

届
申

金

）
請

曜

庭観

れ
さ

生察

活の

のた

経め

過）

観
察
の
た
め

収 場害で

受 合者、

印 で手記

、帳入

他申し

※

都請な

整

府書い

県で

理
番

又別く

号

は記だ

札第さ
い 幌
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場 ７ １家るす記の

か様

）場しと合

の族。る入

入、

にで合て記は
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の老、だす患

そ、はく
さる者 保人

位。）を

険保のい。票

種法に添

の健
のよの：し

類にそ例付

る保被て

出」を規
の医険用く

申、○に定

申請で記に

別んしる

請）性囲入よ

く療

者」」でて医

）者

人氏だだを

本の、く

柄いいけ

が名続ささ受

及こ

出に」。。る

提欄

場しが

る名びと

す署

日

町
市
の
い
ま

住
お

の
方

る
出
提
に
村
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員
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住を
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福
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次祉

容者、の
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、
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祉
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名人び
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とこ支 のる者 活 紙よ出
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業 りが所 事 おと住 援

地定日
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入害入
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用活
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業域員

事
設係

施に

る業

す事
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名
氏

又る
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旧
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氏に２

るの定第
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務名よ項

事
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所け定
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よ
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別
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適
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障除
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経

業
事
助
援
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生
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北 海

第
の 温 一 第 温（ （

土 の 泉 条 趣 一 泉
地 ほ 法 旨 条 法 温
の か 施 温 ） 及 施 泉
掘 、 行 泉 び 行 法
削 こ 規 法 第 細 施
の の 則 二 則 行（
許 規 昭 条 細

道 公 報

北 ２
海 温 定 成
道 平 泉 に さ こ
規 成 法 か れ の
則 十 施 か て 規
第 四 行 わ い 則
四 年 細 ら る の
十 三 則 ず 用 施
一 月 の 、 紙 行

号外第

１ 備

別 考

こ 記 す

の 附 第 死る栄

規 五 亡こ養

則 則 号 又と士

は 様 は。免

、 式 失許

平 を 踪証 そ

号

抹
６

踪
失

由・
理亡

消死
そ

月 が 尺 地 し 項 二 一
二 明 一 か た 第 項 項
十 記 万 ら 縮 一 各 の
九 さ 分 五 尺 号 号 規
日 れ の 百 五 に に 定

た 一 メ 万 掲 掲 に
地 以 ー 分 げ げ よ
籍 上 ト の る る る
図 の ル 一 見 書 許
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年 場す
四 合る
月 はこ
一 、と
日 死。

か 亡

ら 又

施 は

行 失

す 踪

う

う
そ

）
他

の
そ

・

日 図 存 次 、 は
源 に 利 、
泉 掲 用 別
の げ 計 記
場 る 画 第
所 図 書 一
及 面 を 号
び と 添 様
当 す え 式
該 る て の
源 。 し 温
泉 な 泉
と け 掘
掘 れ 削

五 。 五
号 以 十
。 下 六
以 号「
下 法 ）
」 の「

省 と 一
令 い 部
」 う を
と 。 次
い ） の
う の よ
。 施 う
） 行 に

公 使 規 前
布 用 則 の
す す に 栄
る る よ 養
。 こ る 士

北 と 改 法
海 を 正 施
道 妨 後 行
知 げ の 細
事 な 栄 則

い 養 の
堀 。 士 規

法 定
施 に

る 宣

。

す
証
を
と
こ
た
け

受
を

告
類
書
る

削 ば 許
地 な 可
と ら 申
の な 請
距 い 書

。

様 同 年 同
式 第 条 政 第 二 号
」 九 を 令 十 の
を 条 第 第 条 法 前
に 十 二 に 第 に「

別 見 五 十 見 十 次
記 出 条 五 出 四 の

に に 改
定 つ 正
め い す
る て る
も は 。
、

十 「
一 第 第 附 三 二
条 十 十 則 一 源
第 三 一 第 増 以 泉 増
一 条 条 十 掘 上 の 掘
項 第 に 三 又 の 場 又
」 一 見 条 は 地 所 は

行 基
達 細 づ

則 い
也 の て

規 作

第
一 を 又 六 知（
省 添 は 条 増 事 前

増 令 え 温 掘 に 項
掘 第 て 泉 法 又 報 の
又 四 提 動 第 は 告 原
は 条 出 力 九 動 し 状

付
添
を

第 第 を め す
内 五 第 三 加 、 る（ （
に 条 原 五 条 有 え 工「
原 状 条 効 、 別 事
状 知 回 及 省 期 同 記 が
回 事 復 び 令 間 条 第 終
復 は 及 第 第 の を 三 了

を
第 第「

法 三 四
第 条 条
六 に を
条 見 削
第 出 る

第 し と 号 し 条 一
十 と す ） と 第 号
一 し る 」 し 三 を
号 て 。 を て 項 加
様 削 の え「 「
式 り 規 、（ （
の ゆ 、 書 定 同
温 う 類 に 条「
泉 出 、 の よ を
ゆ 路 温 経 る 第
う の 泉 由 届 十
出 し 所 ） 出 六
路 ゆ 在 」 に 条

に 項 出 を 動 図 及 動
改 」 し 削 力 び 力
め に と り の 当 の
、 改 し 、 装 該 装
め て 附 置 源 置「

立 、 則 の 泉 の「
入 同 第 場 と 場（
検 条 権 十 所 増 所
査 第 限 二 の 掘 、
」 三 の 条 位 又 増
の 号 委 の 置 は 掘
下 を 任 条 が 動 又
に 削 ） 名 明 力 は

動 第 し 装 条 力 な 回
力 二 な 置 第 の け 復
の 項 け 許 一 装 れ の
装 第 れ 可 項 置 ば 命
置 一 ば 申 の の な 令
の 号 な 請 規 許 ら を
場 に ら 書 定 可 な 受
所 掲 な に に の い け
を げ い 、 よ 申 。 た
明 る 。 省 る 請 者
示 見 令 許 ） は
し 取 第 可 、
た 図 四 の 当

さ 、 び 六 二 更 第 号 し
せ 法 そ 条 条 新 四 様 、
る 第 の を の の 条 式 又
も 八 結 次 申 申 と 」 は
の 条 果 の 請 請 し の 中
と の の よ 書 書 、 下 止
す 規 報 う の ） 同 に し
る 定 告 に 様 条 た「
。 に ） 改 式 の の 」
よ め は 前 温 を
り る 、 に 泉 「
原 。 別 次 掘 当
状 記 の 削 該

一 し 。
項 と
し（

法 て
第 「
九 （
条 工
第 事
二 の
項 完
に 了
お 又
い は

し ん 地 を 関 と
ゅ せ 」 付 す す
ん つ の し る る
せ の 下 、 こ 。
つ 届 に 同 と
届 出 条 。「
出 ） 又 中
書 」 は 「
」 を 分 、

二 に 付 析 温
三 改 し 施 泉

め 、 設 法
、 同 の 施
同 条 所 行

り 」 を 記 の 動「
又 、 を 削 さ 装 力
は 同 付 る れ 置 の
質 条 し 。 た の 装
問 第 、 地 場 置
」 二 同 籍 所 の
を 号 条 図 と 場
加 中 第 又 の 所
え 一 は 距 か「
、 第 号 測 離 ら
同 十 中 量 を 五
号 七 図 明 百「
を 条 第 示 メ
同 第 十 し ー

縮 は 条 申 該
尺 、 第 請 原
五 次 二 は 状
万 に 項 、 回
分 掲 各 別 復
の げ 号 記 を
一 る に 第 し
の 図 掲 四 た
地 面 げ 号 と
図 と る 様 き
す 書 式 は
る 類 の 、
。 の 温 速

ほ 泉 や

回 第 一 許（
復 二 条 増 可
を 号 を 掘 に
命 様 加 ・ 係
ず 式 え 動 る
る と る 力 工
と す 。 装 事
き る 置 を
は 。 ） 完
、 工 了
当 事 し
該 完 、
命 了 又
令 は（

て 廃
準 止
用 の
す 届
る 出
場 ）
合 」
を を
含 付
む し
。 、
） 同
」 条
に 中

条 中 在 令
を 地「 （
第 別 」 昭
十 記 を 和
四 第 加 五
条 七 え 十
と 号 、 九

条 一 二 た ト
第 項 条 縮 ル
三 」 第 尺 以
号 を 一 一 内
と 項 万 の「
し 第 」 分 既
、 三 を の 存

か 増 か
、 掘 に
利 許 そ
用 可 の
計 申 結
画 請 果
書 書 を

の 廃 廃
日 止 止
か ） し
ら 届 た
十 出 」
日 書 に
以 」 改

、 「
省「

同 令
条 第
に 三
規 条
定 」



記図工温申約利

を量誓
者計

削載事泉請書用

掘
をた施第が画

地しの法

明縮行３温書

北 海

書

同 に 第」掘

様 、 別 九さ注 （
式 を 条 温記く掘

注 泉第温し次

を 法 成一泉たに

次 第 分号掘いさ掲

の 十 分様削のげ

よ 五 析式許でる

う 条 を可、く書 中

道 公 報

第 第 し 「 「
八 七 、 別 第 掘（ （
条 温 条 温 同 記 さ七
泉 泉 条 第 く条

省 の 省 の の 六 」に
令 成 令 利 前 号 を見
第 分 第 用 に 様 出 「
七 等 五 の 次 式 掘し
条 の 条 許 の 」 削と

号外第

同 書 び 第
類 第 第 別 十 号条 （
」 十 八 記 三 温 様第
に 二 条 第 条 泉 式二
改 条 に 十 成 の号
め 第 見 号 法 分 登中
、 一 出 様 第 分 録「
同 項 し 式 十 析 分第
条 」 と の 七 業 析二

号

第 し
十 、（
二 登 同
条 録 条 平
事 の 成

法 項 前 十
第 の に 四
十 変 次 年
六 更 の 三

し１法第法

示尺方条泉

縮分関項４

た万に２第

５１る規第

尺のすに条

分上類す項

万以書定１

ののる第
か

の図利号

１地例権３

図び削有ら

地及掘を

に 第 行申温類

改 二 う第請泉を

め 項 者１書法地添

る の の条」施」付

。 申 登関行す

を に 請 録係規る

改 書 申）則掘こ

め の 請」第と

、 様 書１。

式 ）条 を は」削

、第を 別２

の 掲 第 可 三 を 」し
届 示 一 の 条 にて「
出 の 項 申 を 、 改「
書 届 の 請 加 別 め（
の 出 申 書 え 記 、温
様 書 請 ） る 第 同泉式 ） 書 。 八 条のは の 号 を採、 様 様 第取別 式 式 十の記 は の 一報第 、 温 条告六 別 泉 と）

第 を し 登 条 務 機条
一 て 録 第 の 関第 「
号 、 分 一 廃 変二 「
中 第 析 項 止 更号 （
九 申 機 の の 届及 「

第 条 請 関 規 届 にび
一 第 事 廃 定 出 よ」
条 一 項 止 に ） りを 第 項 の 届 よ し「 二 若 変 に る な第 号 し 更 よ 届 け四 及 く 等 り 出 れ条 び は の し は ば第

条 の 二 月
の 届 条 二
規 出 を 十
定 ） 加 九
に え 日
よ る
る 。
届
出
は 金
、
当 曜
該

掘削上る５

、掘仕す第

地の断とま

削地げこ号

ら置図証に

か位面をで

が）す該

明る当
い ト
さ類な ー
記書し メ

籍あ 範
地で の
た者 ル
れ

記

条掘

第

関削地

七

係年し」

号

）た

に 様

」い

、 式の

と月で期 に す、日 、 る温」

温 。

泉

泉

を 日法
日 く
）３定 さ
生第予 掘
」条

号 記 採 す」様 第 取 る
を式 五 状 。
付と 号 況
しす 様 報
、る 式 告
同。 と 書
条す 」
中る に

。 改 「
とめ
き、
」同
を条

」 第 届 な 、 な一 を 十 出 け 当 ら項 三 ） れ 該 な「第 第 条 」 ば 業 い
二 一 第 を な 務 。
号 条 一 付 ら を
又 第 項 し な 廃
は 一 」 、 い 止
」 項 に 同 。 し
に 第 、 条 た
改 二 中 日「
め 号 関 か「
、 又 係 第 ら
同 は 書 八 十

変 日
更
が
あ
つ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に

の

はと 状
又こ の
図る 囲

況測

」 さ削所

了 掘く掘の

終

動 く許在

は

を 力 地可、

」 許

はに番 装完 又等地

第

を１ 可
に 削項 申
改 り 請」
め 、
、

更装」」り

力書条お

別 新置」

を に 記） をを 、 第工完 必削 三 要事温了

り 号終泉 と、 様了掘廃

を 「
者第
」十

条 に
と 、

可削所 次２許許掘の 第

可、 掘）可年許在 の項

に番 規の日等地 削の月

増定

条 」 」 条 日
第 に を 第 以
四 改 一 内「
号 め 関 項 に
中 、 係 及 、

様
事
知
道
海
北

、
別
記
第
九

記
別

別第

記２

第号

二様

号式

様
掘るび の」 増係及 置了

場に 若土地

、 し所地目

」
止

中
を

」
止

廃

す式さ止 る中中く）掘

止」しさ 理

第）たく 由

を ３届の」

条出次で

を 関書の、

係」掘温

）削泉掘

を 」」法削

温第」

に を泉６

に 、 掘条

よるび 種び 掘に係及 及

別号地目 動り土地 番 、
の類
）書

置係
装関
力、

て削年 をえ
可添掘 許を

削
掘
泉
温

・ 新申
更

装申 力
動

、
掘
増

式第

を３

次条

の関

よ係

う）

に
改
め
る
。

に
改
め
、
同
様
式
注 地の 目２
の
事
項

、 第削終第

４了１終

条増項了

関掘中・

）動）９止

係、止第中

装た第

」力し条」

を に置の２

、）で項完

泉事温」・

温工、）了

掘完泉廃

に

増 たし月 し請

さ了法止

・ 、
で。掘日 のす

いま
法動号 泉番 温

第装目 条地 ５力 第

置請

２

可人在 許住氏法所 ）者

っび 新あ並 更所名に地
及
、称 書は名 請てに 申

表 る
代
た 年び

主

二
四

中

」

」」く
さ

）掘

に を
を 、

改 く施」

め 廃行

に 、 増止規

、

３と

、届第の

掘）則次

） 項置

動出

の 務

月者 事

条）） ９
第

の名
所氏

日〕



記
別

変備第

平 号 更成 様

十 式

四 理年 第

三

北 海

在 録
登分所変更内容変

日施及年

月地

年析更 事

名

び設月

び 及

道 公 報

申け

道録届

海登て

北え
。

様項す
事ま

事請出

知

変
を

号外第

別 の

十記 」

一 別第

号 に 記９ ４

様 、 第号

式 七様 工掘

と 号式 事さ

し 様 廃く

、 式 止許第

同 中 の可

号

す

」３
削

掘

になる

改備おこ
め考、と
、」工。
同欄事

月 由考条

二 関登

十 係

九 録 ）

日

析
分

金

機

曜 年

更
変

号の称項日

番

関

第
法

泉
温

、
で

の
た

し
更

申

の

請条

者

様 場」条

式 合第関登

の を は９係

前録 、条掘）

に 許関削

次分 可係許

の 指）可

二
析

令」」

様 書

式 に を を

を 、 添機

加 付第期

え 日関 す
様は中

式、止

注工後

に事の

次廃廃

の止止

よのの

う場場

に合合

加はは

え、、

る廃廃

。止止

日

番
日

変

月前

月
年

届
止

廃

号

に

人在定

住氏法所規

更

っびり

あ並よ

所名に地

と

、称の

は名次

てに、

表関 る代り

たびお

主及
の書 務
者係 事

る る条」

。変 こ関

を と係
日

」定更

。）予

に」届

、
に 第

改 ９年

め 条

、 の

同 」月

様

記の
を置

由措
理の

の後
と状
こび
る及
す容
載内

析
分
録
登

日

体
具
を
。況

）後

関
機

別
記北 記 毎

第海 第 分

八道 ７ ）

号知 号

様事 様

式式

と

の名を

所氏類

様

添 〕

所廃廃備」
の

別
に 記

止

在

、 第 地止六
号 及年

様

式 を
を 第日

別
記 条

第

年析

泉書録 温係登分 関
え
分添日施

分を月

成類

事
知
道
海
北

載
記
に
的

析

の
い
た

け
受
を
録
登
の

様

申泉
温

、
で

し第

、９

同条

様関登

式係

の）録

前

分 に
次析 の
一機

様
式

び理

関

式 月

中 名

）
係
関

条
７
第 称日由考

」

を

務け番 業届

び設 のて

及

し。
止す

廃ま
を出号の

第

請法

申泉
温
、
で

の
た

者
住氏法所

並２

所名に地第

人在条

は名規

てにの

っび項

あ

二 、称定

五

、 る代り

たびよ

主及に

表

を
加登

え

録 る
。

年

」
）書

ル

請 ト
ッ申 リ

に
改

第
」

）
係
関
条

に
、

年 法

のル

条ト

７ッ

第リ

第

法所
あ並１

に地第月 人在条

は名規

てにの日 っび項

主及に号 、称定番

者
請

表、 る代り

たびよ

のの 務
者次 事

所名

住氏

の名お

所氏と
り 〕

め月

、
同 」

様日

式
を
別

」）

を

第

を

所氏と

のの 務
者次 事

条

り） の名お 〕



条

改」

別 め 利掲

を 、記 用２

同第 許示温

様四 可泉

式号 の内掲法

注様 種示第

の式 別容内

２容条 中

北 海

定
す

別る利

記 す」用

第 温る申許

を 五 泉書請可

削 号 成類者の

り 様 分が種

、 式 分例温別

中 析泉温

道 公 報

責備注
請場析

任に申る分

次あ

るがに設 者げ者合施

掲
法住見 温関研書、はの

類

号外第

析析は析

分分及分又分
務 施使置業 に装 析びの

設備す 設名の 用の 施設

、 のる氏資 称

号

析 書
係分 関

平類
成を
十添施
四え

年て設

三申

の」第

事第 欄１

項４ は項

を条 、」

次関 温

に の係 泉

改 よ） 法

め う」 施

、 に行 浴同 改規を様 め則

式 、第 用第

注 同７ ６

を分法泉
５施

適析第第法

正機
つの第関規

か関条条行

実業項）第

確事４係則

に予各」５
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。
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。
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出揚及
手

置の内容着

平 び成 完十 了四 の 水

年 予三

北 海

うう

動現現ゆゆ動力装

路

装の出出

在型口 力在

深

温

のうのの

置ゆの路

場出口
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装 のり
泉よ力

温に動 定
量との 出の

う次置
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をお目

号外第

の海
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計
で用事

ま利知

号２道

し
当書

該画様

に

号

者

測泉事請

は温工申

又
分行温

図成施が

量のの

定 分方泉

月 力量日二
十 着完九 毎手了日

）
分

金

曜

所量度径さ式径 関的 増り

））

分氏

毎摂

添
たを

る類
せ書
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加

申を請
力申

動て
にえ

め
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請装し
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で泉
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い温

な
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誓
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と力 こ
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にに第
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ッ
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又
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人在た。

氏法所
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第
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者第 事表条 る代９

たび 年
書

請
申所
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の１ 務

第
面法

断同
げる

上す

月 号
３
第
項
１
第
条
）４

図

））

）ル

力ト か

さ 三
生 こ れ 号

平 活 の た ）
成 保 規 附 」 第
十 護 則 に 三
四 法 は 則 改 十
年 施 、 め 二

トトトト

）））））

ル度ルルル

次 北
第 の 北 海 北
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一 改 神 道 第 四 神
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第
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と る 泉
を 改 法
妨 正 施
げ 後 行
な の 細
い 温 則
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削 二 二三 二務託
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北 海

長
庁

別 別 別 別
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に 式 る 式 細実

号
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八 四 二 一 二 六 一 三
、 、 、 、 、 、 、 、

、 、 八
三 〇 、 別
〇 〇 一 表
〇 〇 〇 第
円 円 〇 二

円 の
」 」 一

、
六
〇
〇
円

一
、
六
〇
〇
円 三
以 〇

三 中 施 、
月 小 行 平
二 企 の 成
十 業 際 十
九 育 現 四 」
日 成 に 年
条 行 四
例 っ 月
施 て 一
行 い 日
規 る か
則 試 ら
の 験 施

、 〇 一
九 〇 、
〇 円 九

〇

に 」
改 を
め 「
る
。

二 十
十 九
分

め 、「
、 「
同
表

十 十三 五 四 十の 四
項 そ 電中 の 熱 そ「 他 ヒ の

の ー 他
応 タ の
用 ー 応十

九 試 の 用

を に 」 の
、 を 項「

中「 「
「

ロ
ロ リ

リ
粗

測 さ 粗
定 測 測 さ

定 定 試

上 、
四 七
三 〇
、 〇
五 円

」
に
改
め
る
。

一 に 行
部 係 す
を る る
改 手 。
正 数
す 料
る の
規 額
則 は

二 を 、
九 こ な

こ お
に 従
公 前

そ 析 ガ
の ス
他 ク
の ロ
特 マ
殊 ト
分 グ
析 ラ

フ
質
量

〇 一 同

験 電 試
そ 力 験
の 測
他 定
の
特 同 同殊 同分
析

験

同
同 同

同

布 の
す 例
る に
。 よ

る
。

円 件
以 ご
下 と
に
七
、
九

〇 一
円 件
以 ご 二
下 と 、 二
に 七 九 、
七 〇 、 七
、 〇 三 〇

三
、 三 五
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号外第

次
別 の 北五 表 よ 海
第 う 道造 一 付 事 四 に 創世 事 業貸 号 改 造紀 業 化付 中 正 的産 資（ す 中を 業 二 金 「
三 る 小

号

北
海
道

北 規 平
海 則 成
道 第 十
創 四 四
造 十 年
的 五 三

と 業 件 費 技 ・
認 化 費 、 術 副
め を 、 プ 導 材
ら 行 販 ロ 入 料
れ う 売 グ 費 費
る た 促 ラ 、 、
経 め 進 ム デ 外
費 に 費 開 ザ 注
特 そ 発 イ 加
に の 費 ン 工
必 他 、 開 費
要 事 人 発 、

限 創 十 貸

取 及 号 所
得 び か 得
に 第 ら 税
要 七 第 法
す 号 三 施
る に 号 行
経 掲 ま 令
費 げ で 第
、 る 、 六
原 資 第 条
材 産 六 第
料 の 号 一

要 事 人 開 費 材 産
と 業 件 発 、 料 の
認 化 費 費 技 ・ 取
め を 、 、 術 副 得
ら 行 販 プ 導 材 に
れ う 売 ロ 入 料 要
る た 促 グ 費 費 す
経 め 進 ラ 、 、 る
費 に 費 ム デ 外 経
特 そ 開 ザ 注 費
に の 発 イ 加 、
必 他 費 ン 工 原

除 創 十 貸 日 。 企
」 業六 第 年 所 を 育号 一 政 得 成及 号 令 税 「
二 条び か 第 法 日 例第 ら 九 施 」 施七 第 十 行 に 行号 三 六 令 改 規に 号 号 （ め 則掲 ま ） 昭 、げ で 第 和 （
同 昭る 、 六 四 表 和資 第 条 十

中 号 月
小 二
企 十
業 九
育 日
成
条
例
施
行 金
規
則 曜
の

万 る
円 と
） き
は
、
千

イ も ず で い は 員 う
に の れ あ た 大 若 。
従 大 で か っ 者 学 し ）
事 学 あ に て に 等 く に
し 等 る 該 、 係 に は 属

千 額 分 対 万 と
万 の 象 円 き（
円 そ 八 経 ） は
を の 以 費 、
超 額 内 の 三
え が の 十 千

一
研 学 も 人 保 場「

大 校 大 の の の 合究
若 学 で 保 提 に学 機 し 、 あ 証 供 あ等 関 く 高 る ） 又 っ

、
万 そ 合 作 の は 保 提 億 る
円 の に 権 著 プ が 供 円 と
を 額 あ で 作 ロ 特 さ 。 き
超 が っ あ 物 グ 許 れ た は
え 三 て る の ラ 権 る だ 、
る 千 は 場 著 ム 又 担 し 一

、 、
四 三

が 該 保 こ 以 あ 十 期
二 資 証 担 と 内 据 る 年 間
千 金 人 保 。 の 置 こ 以 を
万 の の の も 期 と 内 含
円 貸 保 提 の 間 。 の む

第 六
五 十一 額 分 対 号 一億 の 象（ を 年円 そ 八 経 次 北を の 以 費 の 海超 額 内 の よ 道え が の 十 う 規
に 則二 一 改 第も パ め 七償 の ー 利 る 十還 で セ 率 。 三期 あ ン が 号間 る ト 年

一 日
部
を
改
正
す 北
る 海
規 道
則 知

事

堀

た で こ 当 次 る 属 学 す
研 開 と す の も し 生 る
究 発 。 る い の て 又 職

北
海 北 こ
道 平 海 の
規 成 道 規 附
則 十 立 則
第 四 工 は 則
四 年 業 、

」 は 等 こ が は て（
と 以 試 専 と あ 保 は
い 下 験 門 。 る 証 担

以 付 証 供 で が も 。
内 金 及 あ 一 の ）（
の 額 当 び る 年 で が

）こ 以 一（ の据 と 内 ・ 一置 。 の 九 部
を

達

也

十 三 技 平
六 月 術 成
号 二 セ 十

十 ン 四
九 タ 年
日 ー 四
管 月
理 一
規 日
則 か
の ら
一 施
部 行
を す
改 る
正 。
す
る
規
則

北 を
海 こ
道 こ
知 に
事 公

布
堀 す

五 四
と あ の 場 こ 以 あ
。 る 代 合 債 と 内 据 る
も 表 は 務 。 の 置 こ

三 二
十 期 も パ ロ
年 間 償 の ー 利 も か 事
以 を 還 で セ 率 の ら 業 イ

す に と 若 せ せ を は う
る 参 し し る て 他 そ と

三
〇

自 成
ら 果る

。

達

也

の 者 、 者 も 期 と
で の そ が の 間 。
あ 保 の 法 で が
る 証 法 人 あ 一
こ が 人 の る 年

内 含 期 あ ン が で 五 が に
の む 間 る ト 年 あ 年 営 規
も 。 こ 以 一 る 以 ま 定（
の ） 据 と 内 ・ 場 内 れ す
で が 置 。 の 五 合 の て る

場 画 て く た 事 人 の す
合 し 当 は め 業 に 研 る
よ 該 出 従 を 利 究 場
う 事 資 業 営 用 成 合
と 業 者 員 ま さ 果 又

事 を
業 利
を 用
営 し
も て
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別
表
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号

よ
う 北
に 海
改 道 北
正 立 海
す 工 道
る 業 立
。 技 工
術 業

月
二
十
九
日

金

曜 二
、

九
三 〇
、 〇
〇 円
〇

二 〇 」
三 円

二 、
八 三 九 」
、 、 〇 を
八 五 〇 削
〇 〇 円 り
〇 〇 、

七 〇 中
〇 円 」 「
〇 、
円 」 プ「

、 ロ
画 グ「

及 像 ラ
び 油 空 処 ム

圧 気 理 開「
試 圧 装 発

鋳 験 試 置 支
物 装 験 援
砂 置 装 装

セ 技
ン 術
タ セ
ー ン
管 タ
理 ー
規 管
則 理
規（

昭 則
和 の
六 一
十 部

日

六
、

二 九
、 〇

二 五 〇
、 〇 円
六 〇
〇 円 」
〇 、

二 三 二 六
、 、 、 〇
九 〇 六 〇 」
〇 〇 〇 円
〇 〇 〇
円 円 円 」

を
」 「

に
改 ブ ロ バ
め リ ッ ー
、 ネ ク コ

ル ウ ル「
硬 ェ 硬

円 円 」 「
を

三「
に 次
、 三 三 元

次 次 測「
元 元 定

バ 測 測 機
ー 定 定
コ 支 機
ル 援
硬 装
さ 置
計

試 置 置
験
機

一 を
年 改
北 正
海 す
道 る
規 規
則 則
第
八
十
九
号
）
の

円 」 「
、

」 電「
及 解
び 超 分

く に 廃 の 策 関「
は 改 止 第 特 法 す
第 め す 十 定 等 る
九 、 る 四 不 の 特
条 等 条 況 一 別「
の 特 の 若 業 部 措
規 定 省 し 種 を 置

重 さ ル さ
金 試 硬 計
属 験 度
排 機 計
水

の 北「 「
広 雇 第 第 一 北 海
域 用 二 一 部 海 道
職 保 条 条 を 道 北 規
業 険 第 中 次 中 海 則
紹 法 二 の 高 道 第「
介 号 第 よ 年 中 四

と
北 こ に

平 海 の
成 道 規 附
十 中 則
四 高 は 則 七
年 年 、 、

ご
と 別
に 一 表

七 七 第
一 、 、 二

二 一 一 三 の
、 、 〇 〇 一

一
部
を
次
の

を 「
削
る 高
。 感

度
記
録

定 不 令 く 等 改 法
に 況 は 関 正（ （
よ 業 平 特 係 す 」
る 種 成 定 労 る を
石 離 十 不 働 等 「
炭 職 三 況 者 の 経
鉱 者 年 業 の 法 済
業 求 厚 種 雇 律 社
離 職 生 等 用 会（
職 手 労 関 の 平 の
者 帳 働 係 安 成 変
求 」 省 労 定 十 化
職 の 令 働 に 三 に

（
活 昭 中 十 う 齢 高 十
動 和 三 に 失 年 七「
」 四 地 条 改 業 齢 号
に 十 域 第 正 者 失
改 九 雇 五 す 等 業
め 年 用 号 る 職 者
、 法 開 」 。 場 等
同 律 発 を 適 職
条 第 等 応 場「
第 百 促 第 訓 適
十 十 進 十 練 応
五 六 法 八 実 訓
号 号 条 施 練（

三 齢 平 一
月 失 成 〇
二 業 十 〇
十 者 四 円
九 等 年
日 職 四 」
場 月
適 一
応 日
訓 か
練 ら
実 施
施 行

四 三 〇 〇 の
〇 〇 円 円 表
〇 〇 中
円 円 」 「

を
厚 三「

に み 次
改 厚 三 三 測 元
め み 次 次 定 測
る 測 元 元 定
。 定 自 測

由 定
曲

計

手 下 第 者 関 年 対
帳 に 百 の す 法 応
」 二 雇 る 律 す「
を 又 十 用 特 第 る
加 は 九 の 別 三 円
え 雇 号 安 措 十 滑
る 用 ） 定 置 五 な
。 対 第 に 法 号 再
策 一 関 ） 就（

三 法 条 す 」 第 職
一 施 の る に 一 を

行 規 特 、 条 促
規 定 別 の 進「
則 に 措 第 規 す

中 ） 昭 第 規 実
第 和 五 則 施「

特 二 六 号 規（
定 十 十 」 昭 則
不 五 二 に 和 の
況 条 年 改 三 一
業 第 法 め 十 部
種 一 律 る 八 を
等 項 第 。 年 改
関 」 二 北 正
係 に 十 海 す
労 、 三 道 る
働 号 規 規「
者 職 ） 則 則

規 す
則 る
の 。
一
部
を
改

北 正
海 す
道 る
知 規
事 則

を
堀 こ

面
評
価

附 よ 置 十 定 る
則 る 法 四 に た
第 廃 施 条 よ め
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条 前 規 は 廃 雇
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の 業 第 第
雇 紹 二 百
用 介 十 四
の 活 一 十
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こ
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す
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当 条 あ を 改
該 第 つ 第 削 第 第 正
年 一 て 三 る 二 一 す
の 項 は 条 。 条 条 る
競 の 北 中 第 中 。
馬 規 海 一「 「
が 定 道 及 項 又
終 に 地 び 中 は
了 よ 方 き 調

北 海

北
北 海 北 こ
海 道 平 海 の
道 北 規 成 道 規
地 海 則 十 地 則
方 道 第 四 方 は
競 地 四 年 競 、
馬 方 十 三 馬 公
事 競 九 月 事 布

道 公 報

正
第 二 第 す 北
九 さ 介 三 る 海

附 条 れ 活 雇 条 。 道
中 た 動 用 第 職

則 者 に 保 一 業「
第 よ 険 項 訓
十 り 法 第 練
三 職 二 手

号外第

北
海 北 こ
道 平 海 の

北 規 成 道 規 附
海 則 十 職 則
道 第 四 業 は 則
職 四 年 訓 、
業 十 三 練 公
訓 八 月 手 布

号

を
別 加 第
記 え 十
第 る 六 平
三 。 条 成
号 第 十
様 三 四
式 号 年
第 中 三「

す る 競 ゆ 後 教
る 馬 馬 う 検 中
ま 検 実 務 査 」
で 査 施 員 量 を
の 条 に 」 削（
間 以 例 あ を る
に 下 施 つ 。「
お こ 行 て 後
い の 規 は 検
て 項 則 別 量
競 に 記 」（
走 お 昭 第 に
中 い 和 一 、

故 馬 号 二 故 の
補 事 十 補 日
償 故 九 償 か
規 補 日 規 ら
則 償 則 施
規 の 行（

昭 則 一 す
和 の 部 る
三 一 を 。
十 部 改
三 を 正
年 改 す
北 正 る

（
条 業 昭 号 当
」 の 和 を 支
を あ 四 次 給

つ 十 の 規「
第 せ 九 よ 則
十 ん 年 う （
八 を 法 に 昭
条 受 律 改 和
」 け 第 め 四
に る 百 る 十
改 こ 十 。 一
め と 六 年
る が 号 北

練 号 二 当 の
手 十 支 日
当 九 給 か
支 日 規 ら
給 則 施
規 の 行
則 一 す
の 部 る
一 を 。
部 改
を 正
改 す
正 る

四 月「
条 特 二
第 定 十
二 不 九
項 況 日
中 業

種
離日

職」

者 金
を 求

職 曜
手日

又 て 五 号 「
は 十 様 行「
調 馬 二 式 な
教 検 年 に う
中 査 北 よ 」
」 海 る を（

馬 と 道 届 「
検 い 規 出 行
査 う 則 を う
に 。 第 行 」
合 ） 六 つ に
格 に 十 て 改
し 合 四 か め
た 格 号 ら 、

海 す 規
道 る 則
規 規 を
則 則 こ
第 こ
七 北 に
十 海 公
八 道 布
号 知 す
） 事 る
の 。
一 堀
部
を

。 適 ） 海
当 第 道
で 二 規
あ 十 則
る 五 第
と 条 百
公 第 七
共 一 号
職 項 ）
業 に の
安 規 一
定 定 部
所 す を
長 る 次

す 規
る 則
規 を
則 こ

こ
北 に
海 公
道 布
知 す
事 る

。
堀

帳 日」

」
に の
改 下
め に
る 「
。 、

石
炭
鉱
業
離
職
者

馬 し ） 、 同
に て 第 競 条
係 か 二 走 第
る ら 十 馬 二
場 、 八 に 項

３
漁 故 て は 後

平 港 補 作 こ 、 に
成 法 償 成 の な 発
十 の 規 さ 規 お 生
四 一 則 れ 則 従 し
年 部 の て の 前 た

次
の 達
よ
う 也
に

２ １ 各
別 別 別 号 第

こ こ 記 記 記 」 八
の の 附 第 第 第 を 条
規 規 四 三 一 第「
則 則 則 号 号 号 次 一
に は 様 様 様 」 項

に 広 の
よ 域 よ
り 職 う
認 業 に
定 紹 改

第 見七
条 舞
中 金「
又

達

也

治 弔 補
償療 慰 金

費 金 名

求
職
手
帳
」

表 合
を 第 に
次 六 限
の 条 る
よ 中 。
う ）「
に 次 」

三 改 規 い 施 の 事
月 正 定 る 行 例 故
二 に に 用 の に に
十 伴 か 紙 際 よ 係
九 う か が 現 る る
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場 の 団 広

号外第

同 」 伊
表 を 達
帯 市「
広 の
市 末 山 部
の 永 下 中
部 中 団 「
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二 十 三 北
号 九 第 ） 北 海
を 号 二 の 道海
加 及 条 一 北 人道
え び 第 部 海 事人
る 第 四 を 道 委事
。 五 十 次 人 員委
十 七 の 事 会員
号 号 よ 委 規会

北 海

公
布 北 こ

平 す 海 の
成 る 道 規 附
十 。 人 程
四 事 は 則
年 委 、
三 員 公
月 会 布

道 公 報 号外第

」

号

平
成
十
四
年
三

中 及 う 員 則の
び に 会 三権「

派 第 改 の限
遣 四 正 権 二の
規 十 す 限 一一
則 八 る の部
」 号 。 一を
を 中 部事 を務「 「
外 派 事局国 遣 務長派 条 局に遣 例 長委

二 の の
十 権 日道
九 限 か
日 の ら人一 施

部 行事を す
事 る委務 。
局 員長
に 会北 委

」
に
改
め
る
。

を

品

土短長株商

分離課税
取

の物 等期期等先 地式

業・の 事業引 譲譲

の事

渡渡譲事

月
二課税

十
九長株

日

業 譲

事
の 期等

式

金

渡譲
・

曜

所・
渡

規 」 に任則 を 委す」 任「
るに 外 す
規改 国 る
則め 派 規

、 遣 則（
北第 条 の
海二 例 一
道条 」 部
人第 に を
事五 改 改
委十 め 正
員号 、 す

海 任
規道 す

人 る
則事 規

委 則
員 の
会 一
委 部
員 を
長 改

正
杉 す

る
本 規

雑雑 所所 雑・・

・渡業

得得得得得

所所 所

日

得得
所

雑

会の 第 る
規次 二 規
則に 条 則
三次 第

の 四

働 条 三 傷 若 和 疾 四
者 第 年 若 し 六 病 十
災 三 北 し く 十 二（
害 項 海 く は 三 外 年
補 第 道 は 疾 年 国 法
償 一 条 疾 病 北 の 律

則
堅 を

こ
治 こ

に

第
第 次 二 四 し（
二 第 の 条 農 号 く 第
項 三 よ 林 ） は 六
及 条 う 農 漁 第 公 条
び 中 に 林 業 二 益 第
第 改 漁 改 条 法 二

第 北
う 一 海 初（
に 条 初 道 平 任
改 任 初 人 成 給
正 初 給 任 事 十 調
す 任 調 給 委 四 整
る 給 整 調 員 年 手

こ 五
の け 遇 十 る（
規 附 る 平 の 二 報
則 処 成 状 告
は 則 遇 十 況 公 を
、 の 二 等 益 受

五
遣 十 十
先 四 一
団 号
体 。 公
に 以 益

保 号 例 病 又 海 地 第
険 に 第 を は 道 方 百
法 規 五 含 地 条 公 二
定 十 む 方 例 共 十（

昭 す 四 。 公 第 団 一
和 る 号 ） 務 一 体 号
二 派 ） 、 員 号 の ）
十 遣 第 公 災 ） 機 第
二 先 三 益 害 第 関 二
年 団 条 法 補 三 等 条
法 体 第 人 償 条 に 第
律 を 一 等 法 第 派 二
第 い 号 へ 第 一 遣 項

「
三 又 正 業 良 第 人 項
項 は す 改 普 一 等 中
に 通 る 良 及 項 へ 「
規 勤 。 普 手 」 の 派
定 及 当 を 北 遣（
す 地 手 に 加 海 条
る 方 当 関 え 道 例
通 公 に す る 職 」
勤 務 関 る 。 員 を
を 員 す 規 等 「
い 災 る 則 の 外
う 害 規 の 派 国
。 補 則 一 遣 派

。 調 手 整 会 三 当
整 当 手 規 月 に
手 に 当 則 二 関
当 関 に 七 十 す
に す 関 九 る
関 る す 一 日 規
す 規 る 〇 則
る 則 規 一 等
規 の 則 六 の
則 一 等 一
部 の 部（

北 改 一 を
海 正 部 改

平 状 年 及 法 け
成 況 法 び 人 る
十 等 律 退 等 こ
四 に 第 職 派 と
年 係 五 派 遣 。
四 る 十 遣 条
月 報 号 者 例
一 告 ） が 第
日 を 第 公 十
か 受 十 益 九
ら け 条 法 条
施 る 第 人 の
行 こ 一 等 規

お 下 法
け 人「
る 公 等
処 益 へ
遇 法 の
の 人 北
状 等 海
況 派 道
等 遣 職
及 条 員
び 例 等
職 」 の
員 と 派

五 う に の 二 項 さ 及
十 。 規 北 条 に れ び
号 ） 定 海 第 規 る 第
） の す 道 二 定 北 三
第 業 る 職 項 す 海 項
七 務 派 員 及 る 道 に
条 上 遣 等 び 派 職 規
第 の 職 の 第 遣 員 定
二 負 員 派 三 職 等 す
項 傷 の 遣 項 員 の る
及 若 派 等 に の 処 通
び し 遣 に 規 派 遇 勤
第 く 先 関 定 遣 等 に
三 は 団 す す 先 に よ

） 償 部 等 遣（
」 法 北 改 に 条
を 海 正 関 例（
昭 道 ） す 」「

若 和 人 る に
し 四 事 条 改
く 十 委 例 め
は 二 員 、（
地 年 会 平 「
方 法 規 成 第
公 律 則 十 二
務 第 七 三 条
員 百 年 第
災 二 二 北 一

道 ） を 正
人 改 北 す
事 正 海 る
委 す 道 規
員 る 人 則
会 規 事 を
規 則 委 こ
則 員 こ
七 会 に

委 公
一 員 布
三 長 す
七 る
） 杉 。

す と 項 へ 定
る 。 の の に
。 規 一 基

定 般 づ
に 職 き
よ の 、
り 地 退
職 方 職
員 公 派
と 務 遣
し 員 者
て の の
採 派 特
用 遣 定

派 い 遣
遣 う 等
後 。 に
職 ） 関
務 第 す
に 九 る
復 条 条
帰 の 例
し 規 （
た 定 平 三
職 に 成 八
員 基 十
の づ 三
処 き 年

項 疾 体 る る の 関 る
に 病 条 通 業 す 負（
規 若 同 例 勤 務 る 傷
定 し 条 に 上 条 若（
す く 例 平 よ の 例 し
る は 第 成 る 負 く（
通 労 二 十 負 傷 昭 は

害 十 三 海 項
補 一 二 道 」
償 号 ） 条 の
法 ） の 例 下
第 一 第 に（

昭 二 部 五 「
和 条 を 十 若

の
一 本
部
を 堅
次
の 治
よ

さ 等 法
れ に 人
た 関 に
場 す お
合 る け
に 法 る
お 律 処

遇 、 北
の 派 海
状 遣 道
況 職 条
等 員 例
に の 第
係 派 五



め
第 第 、 第 認 補

平 ハ 二 同 二 を 償二
成 十 条 十 得 保十
十 退 四 第 三 て 険六
四 職 条 九 条 勤 法条
年 派 第 号 第 務 第の
三 遣 三 中 八 し 七三

北 海

定 項 す す は 第 下 六
す に る る 労 一 第「
る 規 法 通 働 号 公 二
特 定 律 勤 者 に 益 項
定 す に 災 規 法 に（
法 る 平 よ 害 定 人 お
人 退 成 る 補 す 等 い

道 公 報

第
第 派 に 災 員 合 二 第
二 遣 よ 害 給 十 二（
条 職 る 補 与 道 二 十
第 員 負 償 条 職 条 二
二 」 傷 法 例 員 条
項 と 若 第 給 職 を（
及 い し 昭 二 与 員 次

号外第

第
改 例 等 改 三 法「 （
め 」 外 第 正 条 給 第の
、 と 国 す 与 七六派
い 派 る 給 の 条条遣「

第 う 遣 。 与 支 第第等
二 。 条 の 給 二一に
条 ） 例 支 に 項項関
第 第 」 給 関 及す 中

号

に 勤（
規 平 に
定 成 よ
す 十 る
る 二 負
特 年 傷
定 法 若
法 律 し

月 者 号 号 な 条第 「
二 に 第 中 か 第一 （
十 人 次 五 つ 二項 「
九 事 の 条 派 た 項中
日 委 よ の 遣 場 及「

員 う 二 職 合 び及
会 に 」 員 を 第び
が 加 を の 除 三派
定 え 」 く 項遣 「

金 め る 第 を 。 に職 る 。 五 ） 規員 「
曜 も 条 外 は 定」 の の 国 、 すを

を 職 十 負 償 る 派 て
い 派 二 傷 保 派 遣 同
う 遣 年 若 険 遣 職 じ
。 者 法 し 法 先 員 。
以 律 く 団 」 ）（ （
下 以 第 は 昭 体 と 、
同 下 五 疾 和 を い 公
じ 十 病 二 い う 益「
。 退 号 又 十 う 。 法
） 職 。 は 二 。 ） 人
の 派 以 公 年 以 の 等
業 遣 下 益 法 下 派 派
務 者 法 律 同 遣 遣「

び う く 和 十 条 が の
第 。 は 四 六 例 、 よ
三 ） 疾 十 条 第 月 う
項 の 病 二 第 二 の に
に 派 年 一 十 一 改（
規 遣 外 法 項 一 日 め
定 先 国 律 の 条 か る
す の 派 第 場 第 ら 。
る 業 遣 百 合 一 末
通 務 条 二 及 項 日
勤 上 例 十 び 、 ま
に の 第 一 公 学 で
よ 負 三 号 務 校 の

一 二 に に す びる 「
項 条 改 関 る 第の条
」 第 め す 規 三一例
の 一 、 る 則 項に（
下 項 規 の に」平 「
に 」 第 則 一 規を成
を 二 部 定十「 （「

若 加 条 北 改 すの三し え 第 海 正 るい年く 、 一 道 ） 通ず北は 同 項 人 勤れ海公 条 」 事 」か道益 第 の 委 にに条

人 第 く
を 五 は
い 十 疾
う 号 病
。 ） 又
） 第 は
の 十 公
業 条 益
務 第 法
上 二 人
の 項 等
負 に へ
傷 規 の

日 に 三 派 管 る
限 」 遣 理 通「

、 る に 職 職 勤外 。 改 員 手 に国 ） め 及 当 よ派 る び は る
遣 。 公 、 負
職 益 支 傷
員 法 給 若
及 人 す し
び 等 る く
公 派 こ は
益 遣 と 疾
法 職 が 病

上 」 公 人 第 じ 先 条
の と 益 等 五 。 団 例
負 い 法 へ 十 ） 体 第
傷 う 人 の 号 の 三（
若 。 等 一 ） 業 公 条
し ） 派 般 第 務 益 第
く の 遣 職 七 上 法 一
は 特 法 の 条 の 人 号
疾 定 」 地 第 負 等 に
病 法 と 方 二 傷 派 規
若 人 い 公 項 若 遣 定
し う 務 及 し 条 す（
く 同 。 員 び く 例 る
は 条 ） の 第 は 第 派

る 傷 条 ） 上 職 期
負 若 第 第 の 員 間
傷 し 一 二 負 給 の
若 く 項 条 傷 与 全
し は に 第 若 条 日
く 疾 規 二 し 例 数
は 病 定 項 く 第 に
疾 又 す 及 は 二 わ
病 は る び 疾 十 た
を 地 派 第 病 一 つ
含 方 遣 三 若 条 て
む 公 職 項 し 第 勤
。 務 員 に く 一 務
第 員 規 は 項 し（

法 二 下 員 改」例人 項 に 会 めに第等 中 規 る「 改五派 若 則 。「
め十遣 派 し 七
、四条 遣 く
同号例 条 は 二
項。第 例 公 八
第以二 」 益 〇
三下条 を 法 ）
号第 人 の「「

公 中一 外 等 一
益項 国 へ 部「
法 派」 派 の を

若 定 一
し す 般
く る 職
は 退 の
疾 職 地
病 派 方
若 遣 公
し 者 務
く の 員
は 特 の
労 定 派
働 法 遣
者 人 等
災 に（

人 員 で に
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に 病 労 し 若 日 を険

二 災 以 定 地 又 な
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災 負 し 定 し 負 者
害 傷 く す く 傷 で 第
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を 同 を 二 二 す 二 福

公 同 条 受 十 十 る 十 祉
益 条 第 け 九 八 」 八 に
法 第 五 る 条 条 を 条 関

害 同 関
補 条 す
償 第 る
保 一 法
険 項 律

同 員
項 第 」
第 二 に
三 十 改
号 七 め
中 条 る

三 に 同 第 人 第 一
条 次 条 三 等 四 号
第 の 第 項 派 号 中
十 二 五 第 遣 と 「
号 号 項 五 職 し 第
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る こ 方 る 係 通 か な

前 び 一 第 へ 号 十 事
の 警 項 一 の を 二 交
住 察 第 項 北 第 年 流
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め 更 復 に る 度 急 住
る を 帰 在 こ 資 行 居
基 生 前 勤 と す 列 及
準 ず の す を る 車 び
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え 律 」 派 号
、 第 の 遣 」

当 関 る
に す と
関 る 認
す 規 め
る 則 ら
規 の れ
則 一 る
部 も（

北 改 の
海 正 に
道 ） 限
人 る
事 。

当 伴 準 の 海 る 要 条
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改 格 昇 又 、 一 の「
正 、 給 な は 号 復「
す 昇 等 つ 派 移 中 帰
る 給 の た 遣 転 を「
。 等 基 日 か し 人 し
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人 次 、 め 四 し と
等 の 同 る 号 く い
派 一 条 。 ） は う
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